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 要約 

日本は、環太平洋火山帯に属し、110 もの活火山を有している。活

火山が噴火すると、様々な火山現象が発生し、大きな災害を引き起こ

すため、日本はこれまでに多くの被害を受けてきた。この火山災害に

よる被害を軽減するためには、火山の観測が非常に重要である。そこ

で、本自主企画活動では、「火山活動が活発な時期でも、無人で運搬・

設置でき、無人で長期間にわたって観測を続けられる簡易的な火山観

測装置の開発」と「噴火の際、簡便かつ臨機応変に観測網を展開でき

る観測装置に実装可能で、小規模な噴火にも対応できる火山活動度推

定手法の構築とそれを用いた噴煙観測システムの提案」を行うことと

し、平成 25 年度から活動を進めてきた。 

無人火山観測装置の開発では、昨年度から開発を進めてきた独立

電源型観測装置を完成させた。また、今年度は、新たに、積雪や凍結

への対策を施した外部電源型観測装置も開発した。さらに、これらの

観測装置のフィールド試験を仙台管区気象台および蔵王ロープウェ

イ株式会社の協力を得て、蔵王火山にて実施し、その有用性と課題を

確認した。 

噴煙観測システムの提案では、無人火山観測装置搭載のカメラを

想定した火山噴火検知アルゴリズムを開発した。検知の手法は、動的

閾値決定法を用いた。これは、写真の色や輝度に関する統計的な情報

から、動的に閾値を最適化して、噴煙を判別する手法である。今年度

は、気象庁の火山監視システムの既存の写真データを用いた実証実験

を行い、その結果、2015 年 9 月 14 日の阿蘇山の火山噴火の開始時期

を検知することに成功し、また噴煙の上昇過程の追跡結果も目視によ

る結果と概ね整合的な成果が得られた。この解析に要する時間もおよ

そ 1秒であるため、準リアルタイムの解析システムの構築が可能であ

る。 

今後は、無人火山観測装置と噴煙観測システムの統合を目指す。
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 １．はじめに 

１．１ 背景 

日本は、環太平洋火山帯に属し、110 もの活火山を有している。活

火山が噴火すると、噴石、火砕流、融雪型火山泥流、溶岩流、降灰、

火山ガス等の様々な火山現象が発生し、大きな災害を引き起こす。こ

のため、日本はこれまでに多くの被害を受けてきた。記憶に新しいも

のでは、2014 年 9 月 27 日に長野県と岐阜県の県境に位置する御嶽山

が噴火し、死者 58 名、行方不明者 5 名が出る戦後最悪の火山災害と

なった。また、2015 年 5 月 29 日には、鹿児島県の口永良部島の新岳

が爆発的噴火を起こし、火砕流が海岸まで到達して、全島民が島外へ

避難した。 

このような火山災害による被害を軽減するためには、火山の観測

が非常に重要である。日本にある 110 の活火山のうち、「火山防災の

ために監視・観測体制の充実等が必要な火山」として火山噴火予知連

絡会によって選定された 47 火山については、地震計、傾斜計、空振

計、GPS 観測装置、遠望カメラ等の火山観測設備が整備され、気象庁

本庁及び札幌・仙台・福岡の各管区気象台に設置された「火山監視・

情報センター」が、火山活動を 24 時間体制で常時観測している。し

かし、噴火に伴って発生する噴石や火砕流等によって火山観測施設が

損傷した場合、火山観測施設を十分に整備できていない場合、想定外

の場所で噴火が発生した場合には、火山活動を観測できない恐れがあ

る。このような場合、火山観測施設を修理・交換あるいは新たに設置

する必要があるが、火山活動が活発になると、火口の周囲数 km に立

入制限区域が設定されるため、人がそれらの作業を行うことは困難で

ある。このため、火山活動が活発な時期でも、無人で運搬・設置でき、

無人で長期間にわたって観測を続けられる簡易的な火山観測装置が

必要である。  

また、火山災害による被害の軽減を考えるとき、単に観測するだ

けでなく、観測で得られたデータを解析し、火山の活動度を推定して、

周辺地域の住民に危険を知らせることも必要である。従来の火山活動

の状況把握の手法としては、気象レーダーのエコーを調べる手法が挙

げられ、1991 年のフィリピンのピナツボ火山の噴火のような大規模

な噴火の場合には、この手法が有効であった。しかし、この手法の小

規模な噴火への応用は、現在研究段階である。また、この手法は、気

象レーダーを使用するため、噴火に応じて観測網を広げることが困難

である。このため、噴火の際、簡便かつ臨機応変に観測網を展開でき

る観測装置に実装可能で、小規模な噴火にも対応できる火山活動度推

定手法が必要である。 

 

１．２ 昨年度までの成果 

このような背景のもとで、我々は平成 25 年度から長期運用可能な

無人火山観測装置の開発に取り組み、平成 26 年度からは噴煙観測シ

ステムの開発にも着手してきた。 

 

１．２．１ 平成 25 年度の活動 

平成 25 年度の活動は、2013 年 11 月 20 日の東京都小笠原諸島西

之島における噴火を契機として、西之島を対象とした無人火山観測装

置の開発を実施した。図-1 に開発した観測装置を示す。西之島には

電源や通信インフラが存在しないため、太陽電池パネルによるバッテ

リの充電システムや衛星通信機器を搭載した。装置のサイズは縦

1800 mm、横 1280 mm、高さ 1000 mm で、総重量は 160 kg となってお

り、軽トラックや有人ヘリコプタで運搬できる。観測機器としては、

カメラ、空振計、気象センサを搭載した。この観測装置の運用試験は、

東北大学工学部機械系 1号館の屋上と浅間山の麓で実施した。学内で

の実験では、安定して動作したものの、浅間山での実験では、システ

ムが不安定で、数日で動作が停止した。  
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１．２．２ 平成 26 年度の活動 

平成 26 年度の活動では、無人火山観測装置の開発と噴煙観測シス

テムの提案の 2つを行った。 

無人火山観測装置の開発では、前年度開発した観測装置が無人ヘ

リコプタでは運搬できないこと、太陽電池パネルを使用しているため

降灰や積雪によって運用期間が大幅に短くなる恐れがあることを考

慮して、無人ヘリコプタで運搬可能で、火山噴出物や雪によって 1 m

ほど埋没した場合でも運用可能な浅層埋設対応型火山観測装置を開

発した。図-2 に開発した浅層埋設対応型火山観測装置を示す。この

観測装置は、発電装置を持たず、搭載したバッテリのみで 1～2 か月

間観測を行うことができる。装置のサイズは縦 660 mm、横 470 mm、

高さ 850 mm で、総重量は搭載するバッテリによるが最大で 11 kg と

なっており、無人ヘリコプタでの運搬が可能である。観測機器はカメ

ラのみで、最上部のアクリルドームに収められている。この観測装置

では、前年度は行わなかった熱解析も行い、外気温と機器温度の関係

図-1 平成25年度の観測装置の外観

（谷島撮影，2014/3/10） 

図-2 平成26年度の観測

装置の外観（山内

撮影，2015/2/12）

を明らかにし、さまざまな対策も検討した。また、観測装置が収集し

た観測データを迅速かつ正確に送信するために、インターネット回線

を活用したモニタリングシステムも開発した。 

噴煙観測システムの提案では、観測装置が取得した画像データか

ら火山活動度を自動的に推定するアルゴリズムを構築し、降灰被害が

予想される場合に周辺地域の住民へ警報を発令するシステムを提案

することを目指し、平成 26 年度は、噴煙の有無を判別するアルゴリ

ズムを開発した。このアルゴリズムは、光学理論を用いたものである。

このアルゴリズムを噴煙検知に用いるための準備として、雲の検知を

試みることとして、検知アルゴリズムの検証実験を行った。その結果、

雲が厚くても薄くても、それらの判別に成功し、この検知アルゴリズ

ムが有用であることが確認できた。 

なお、平成 26 年度は、無人火山観測装置の運用試験、噴煙観測シ

ステムによる噴煙の検知に関する検証、無人火山観測装置と噴煙観測

システムの統合などは実施できなかった。 

 

１．３ 目的 

本自主企画活動は、最終的には、無人ヘリコプタで任意の地点へ

設置できる簡易的な火山観測装置を開発することと、観測装置が取得

した画像データから火山活動度を自動的に推定するアルゴリズムを

構築して降灰被害が予想される場合に周辺地域の住民へ警報を発令

するシステムを提案することを目的としている。 

今年度は、１．２で述べた昨年度までの成果を踏まえ、特に下記

の 2点を目的とした。 

 

① 火山観測装置と噴煙観測システムをそれぞれ完成させ、統

合する 

② フィールド試験を活火山地域で実施し、火山やそこで稼働

する観測装置を実際に調査して、火山災害に対する安全安

心を考える  
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ら火山活動度を自動的に推定するアルゴリズムを構築し、降灰被害が

予想される場合に周辺地域の住民へ警報を発令するシステムを提案
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ズムを開発した。このアルゴリズムは、光学理論を用いたものである。
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１．３ 目的 
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設置できる簡易的な火山観測装置を開発することと、観測装置が取得

した画像データから火山活動度を自動的に推定するアルゴリズムを

構築して降灰被害が予想される場合に周辺地域の住民へ警報を発令

するシステムを提案することを目的としている。 

今年度は、１．２で述べた昨年度までの成果を踏まえ、特に下記

の 2点を目的とした。 
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合する 

② フィールド試験を活火山地域で実施し、火山やそこで稼働

する観測装置を実際に調査して、火山災害に対する安全安

心を考える  
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１．４ 活動方針 

本自主企画活動は、火山観測装置の開発を行う「装置開発班」と、

装置を利用した噴煙観測システムの提案を行う「情報解析班」の 2班

に分かれて活動を行う。なお、最終的には、成果の統合を目指す。両

班は、適宜連絡を取り合って作業を進め、必要に応じて全体ミーティ

ングを行い、情報を共有する。また、活火山でのフィールド試験は、

班に係わらず、可能な限り全員で実施する。 

 

１．５ メンバー及び担当 

【装置開発班】 

谷島諒丞 工学研究科 DC1 全体取りまとめ，筐体設計 

山内元貴 工学研究科 DC2 制御設計 

大丸拓郎 工学研究科 DC2 熱設計 

大塚光 工学研究科 DC1 Web システムデザイン 

 

【情報解析班】 

齊藤雅典 理学研究科 DC2 応用アルゴリズム開発 

松本恵子 理学研究科 DC2 火山観測応用デザイン 

柳田泰宏 理学研究科 DC1 火山観測応用デザイン 

 

【アドバイザー教員】 

久利美和 災害科学国際研究所 講師 

海野德仁 理学研究科地球物理学専攻 特任教授 

  

 ２．平成 27 年度の活動内容 

5 月にミーティングを行い、昨年度の活動では達成できなかった

部分もあることから、今年度も自主企画活動として継続申請すること

を決定した。6 月に申請書を提出し、平成 27 年の自主企画活動とし

て採択された。表-1 に平成 27 年度の活動記録を示す。 

無人火山観測装置の開発は、主に、昨年度実施できなかった火山

環境での運用試験を目指していた。8月に仙台管区気象台において昨

年度までの成果および観測装置の紹介を行い、その後，仙台管区気象

台が企画していた観測装置の運用試験と共同して本観測装置の運用

試験を実施する提案をいただき、この試験を冬期間に蔵王ロープウェ

イ地蔵山頂駅で行うことが 11 月に正式決定した。この運用試験のた

めに、昨年度開発した独立電源型観測装置の改良を行った。また、設

置場所は電源が使えるため、新たに、積雪や凍結への対策を施した外

部電源型観測装置の開発にも着手した。これらの観測装置の開発は、

11 月に完了した。12 月には、蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅に観測装

置を設置し、運用試験を開始した。詳細については３節で述べる。 

噴煙観測システムの提案は、まず、無人火山観測装置搭載のカメ

ラを想定した火山噴火検知アルゴリズムの開発を進めた。6月から開

発を進め、9 月 14 日に熊本県の阿蘇山が噴火したため、この噴火に

関する気象庁の観測データをアルゴリズムの評価に利用した。詳細に

ついては４節で述べる。 
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表-1 平成 27 年度の活動記録（出典 筆者ら作成） 

年 月 内容 

2015 5 ミーティング 

 6 申請書の作成及び提出 

 8 
仙台管区気象台での成果報告および観測装置の

紹介／運用試験の提案 

 9 外部電源型観測装置の仕様決定 

 10 仙台管区気象台との打ち合わせ 

  ミーティング 

  独立電源型観測装置の改良 

 11 ミーティング 

  独立電源型観測装置の動作試験 

  外部電源型観測装置の組み立てと動作試験 

 12 蔵王での観測装置の設置および運用試験の開始 

2016 1 報告書の作成及び予備提出 

  蔵王に設置した観測装置のメンテナンス 

 2 報告書の提出 

 3 蔵王に設置した観測装置のメンテナンス（予定）

  

 ３．装置開発 

３．１ 背景・目的 

火山災害による被害を軽減するためには、火山の状況把握が重要

であるが、活動中の火山に人が近づくことは非常に危険である。そこ

で、本自主企画では、無人ヘリコプタで、人が噴火場所に近づくこと

なく、任意の地点へ設置できる簡易的な無人火山観測装置が有用であ

ると考え、その開発を進めてきた。 

今年度は、昨年度から開発を進めている独立電源型観測装置（従

来の浅層埋設対応型火山観測装置：後述の外部電源型観測装置と対応

させるため今年度から名称を変更した）を完成させること、新たに AC

電源を利用した異なるコンセプトの外部電源型観測装置も開発する

こと、実際の火山環境でこれらのフィールド試験を実施し、その有用

性を確認すること、を目的とする。 

フィールド試験は当初、浅間山を想定していたが、2015 年 6 月 16

日に浅間山で小規模噴火が発生したため、安全を考え、浅間山でのフ

ィールド試験の実施は断念した。代わりに、仙台管区気象台の協力を

得て、蔵王でフィールド試験を実施することとなった。 

試験場所の変更を受けて、当初の計画に含まれていた無人ヘリコ

プタでデータの回収を行う観測装置の開発は中止し、代わりに、蔵王

の試験場所には AC 電源が供給されているため、新たに、外部電源型

観測装置の開発を今年度の目的に加えた。 

 

３．２ 独立電源型観測装置の改良 

 

３．２．１ 筐体 

昨年度開発した独立電源型観測装置の筐体は、図-2に示すように、

バッテリと制御回路が入ったペリカンケース、カメラが入ったアクリ

ルドーム、それらをつなぐアルミフレームから構成されている。これ
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は、無人ヘリコプタで運搬することと雪が積もることを想定した仕様

である。しかし、今年度の蔵王山での越冬試験では、仙台管区気象台

が設置するフレームに観測装置を取り付けるため、昨年度開発したア

ルミフレームは使用しないこととし、ペリカンケースとアクリルドー

ムを別々にフレームに取り付けることとした。 

また、設置場所は積雪や樹氷等がある厳しい環境であるため、そ

のような環境の中でも観測を継続できるように、アクリルドームに何

らかの対策を施す必要があった。しかし、独立電源型観測装置はバッ

テリ駆動で電源容量が限られているため、ヒータやワイパ等の電源を

必要とする装置は観測期間を短くしてしまう。そこで、電源を必要と

する装置と比べると積雪・凍結防止効果は低くなってしまうが、市販

のコーティング剤をアクリルドームに塗布することとした。今回は、

プレクサス社のプラスチック専用コーティング剤のプレクサスを使

用した。 

 

３．２．２ 電源 

【バッテリ個数の変更】 

昨年度に開発した観測装置は、動作温度範囲が広く、軽量かつ高

い電流容量を有する１次電池の塩化チオニール電池(FieldPro 製

LB1240)を利用した。しかし、後述する低温評価を行った結果、この

バッテリは、低温環境下での放電能力が著しく低下するため、本観測

装置を駆動することができないことが判明した。そこで、装置に搭載

するバッテリについて、デバイスの消費電流に応じて、塩化チオニー

ル電池とリチウムイオン電池(IDX 製 DUO-150)を組み合わせて利用す

ることとした。具体的には、消費電力の比較的大きい PC や通信機な

どのデバイスはリチウムイオン電池で駆動させ、観測用のカメラのみ

を塩化チオニール電池で駆動させる。図-3 に装置の電源構成を、表-

2 に各バッテリの諸元を示す。 

  

 

 

 

  

図-3 電源構成（出典 筆者ら作成） 

表-2 バッテリ諸元（出典 筆者ら作成） 

 
塩化チオニール電池 

LB1240 

リチウムイオン電池

IDX DUO-150 

公称電圧 12 V 14.8 V 

電流容量 40 Ah 9.8 Ah 

容量 480 Wh 146 Wh 

動作温度範囲 -50～80 ℃ -20～50 ℃ 

寸法 WxHxL 80x160x90 mm 97x146x59 mm 

質量 約 1 kg 約 1 kg 
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図-3 電源構成（出典 筆者ら作成） 

表-2 バッテリ諸元（出典 筆者ら作成） 

 
塩化チオニール電池 

LB1240 

リチウムイオン電池

IDX DUO-150 

公称電圧 12 V 14.8 V 

電流容量 40 Ah 9.8 Ah 

容量 480 Wh 146 Wh 

動作温度範囲 -50～80 ℃ -20～50 ℃ 

寸法 WxHxL 80x160x90 mm 97x146x59 mm 

質量 約 1 kg 約 1 kg 
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【電力収支】 

バッテリの個数を決定するため、選定した機器が必要とする電力

量を計算した。計算結果を表-3 に示す。 

本装置を 1 ヶ月間運用するために必要な電力量は、合計で 331.2 

Wh となった。この数値は、変圧時のロスについては考慮しているも

のの、低温環境下でのバッテリの放電効率の低下については考慮して

いない。そのため、電力量はある程度の余裕を持たせることとした。

今回は、リチウムイオン電池を 3組、塩化チオニール電池を 2組搭載

することとした。リチウムイオン電池には通信機、マイコン、PC を接

続し、塩化チオニール電池にはカメラを接続する。このとき、装置の

運用可能日数は 1.6 ヶ月程度である。 

 

３．２．３ 動作試験 

【試験内容】 

開発した装置の低温耐性を確認するため、家庭用冷凍庫内での運

用試験を行った。図-4 に試験の様子を示す。 

装置のすべての電子機器(マイコン、電源回路、PC、カメラ)を冷

凍庫内に設置し、各機器が十分に低温になった状態で電源を投入し、

2分ごとに撮影および情報伝送を行った。実験は、リチウムイオン電

表-3 消費電力（出典 筆者ら作成） 

名称 
消費電力 

[W] 

1 日の起動

時間[h] 

電力量/日

[Wh] 

電力量/月

[Wh] 

通信機 3.00 0.8 2.40 72.0 

カメラ 4.80 0.4 1.96 57.6 

マイコン 0.18 24.0 4.32 129.6 

PC 3.00 0.8 2.40 72.0 

池 1組を用いて、2015 年 11 月 25 日から 27 日まで行った。このとき

の観測回数は合計 720 回であり、１ヶ月の観測に相当する回数であ

る。試験に使用した冷凍庫内の温度は、-10 ℃である。 

 

【試験結果】 

本装置は、冷凍庫に投入後、低温環境下でも問題なく設定した動

作を行った。各状態におけるバッテリの電圧を表-4に示す。なお、表

に記載された番号はそれぞれ、①冷凍庫に投入前の室内温度における

電圧、②冷凍庫に投入して十分に低温になった後、試験開始前の電圧、

③試験終了直後の電圧、④試験終了後、室内に 48 時間放置後の電圧、

を示す。 

表-4 バッテリ電圧の変化（出典 筆者ら作成） 

試験前 試験後 
①（20 ℃） ②（-10 ℃） ③（-10 ℃） ④（20 ℃）

16.10 V 15.00 V 13.67 V 14.43 V 

 
図-4 家庭用冷凍庫内での運用試験 
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３．３ 外部電源型観測装置の開発 

 

３．３．１ 装置のコンセプト 

今年度の蔵王での運用試験の試験場所には、AC 電源が供給されて

いる。そこで、独立電源型観測装置とは別に、この AC 電源を利用し

た異なるコンセプトの外部電源型観測装置も開発することとした。 

独立電源型観測装置は、３．２．１で述べたように、電源容量の関

係で積雪や凍結への十分な対策ができていない。そこで、外部電源型

観測装置では、この積雪や凍結への対策に焦点を当てた。ここでは、

「雪を払い続けていれば、雪も積もらないし、凍結もしないのではな

いか」という考えに基づいて、カメラの前方に付着する雪を払い落し

続けるワイパを搭載した観測装置を開発し、蔵王で試験することとし

た。ヒータを使う積雪・凍結防止対策については、仙台管区気象台が

試験するので、2つの手法を比較検討することとした。 

具体的には、自動車のワイパのようなワイパ機構を新たに取り付

けると装置が複雑化し、さらに、電力も余計に消費してしまうため、

首振り機能を有するカメラにワイパブレードを取り付け、カメラが首

を振ると、カメラの前の雪が払われ、ワイパと同じ働きをするような

観測装置を開発する。 

 

３．３．２ 構成要素の検討 

上述したコンセプトに基づき、構成要素を検討する。主に必要な

ものは、カメラ、首振り機能を有するカメラハウジング、通信機およ

び通信機や電源を格納するためのキャビネット、ワイパブレードであ

る。これらのうち、電子機器においては、使用可能温度や防水性能が

重要となる。カメラおよびカメラハウジングには、高い防水防塵性を

持ちつつ、外殻が回転動作可能である PTZ カメラ(Axis 製 Q6115-E)を

採用した。通信機には、低温耐性に優れた 3G モバイルルータ(サン電

子製 RX210)を採用し、この通信機を防水防塵キャビネット(Axis 製

T98A18-VE)に格納する。これらの機器の諸元を表-5に示す。ワイパブ

レードは、キャビネットに取り付け、PTZ カメラ本体が首振り動作を

することにより、カメラのドーム部に付着した雪を払い、凍結の増大

を防ぐ。詳細については、３．３．３で述べる。 

 

３．３．３ ワイパブレードの設計・製作 

積雪や凍結への対策の要となるワイパブレードは、Axis 社製 PTZ

カメラのオプションには存在しないため、本企画で開発した。 

開発したワイパブレードは、図-5 に示すように、PTZ カメラの回

転軸から根元までの球面に沿った、観測の邪魔になりにくい形状にし

た。ワイパブレードの素材は、厚さ 2 mm のポリカーボネート板であ

るが、その表面に布粘着テープを貼っている。これは、仙台管区気象

台との打ち合わせの中で、「布粘着テープを使ってふさいだ蔵王・刈

田嶺神社の社務所の窓だけが樹氷化しなかった」との情報を得たため

で、ワイパブレードの着雪や凍結を防ぐ効果を期待したものである。

また、ワイパブレードは、強度や雪払いの確実性を考慮し、2枚取り

付けた。全体としては、図-6 に示すように、PTZ カメラのキャビネッ

トの蓋からアルミフレームを伸ばし、その先の両側にワイパブレード

を取り付けた構成となっている。 

 

表-5 デバイス諸元（出典 筆者ら作成） 

 PTZ カメラ 通信機 キャビネット

使用可能 

温度範囲 
-50～50 ℃ -20～40 ℃ -40～75 ℃ 

使用電力 最大 60 W 5 W - 

防水防塵 

性能 
IP66 - IP66 
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３．３．４ システム構成 

選定した要素を組み合わせ、観測装置を構築した。図-7 に装置の

システム構成、図-8 に装置外観を示す。本装置の動作シーケンスを

以下に述べる。 

 

① 電源投入 
② 通信機が携帯回線に接続し，外部に設置したサーバに IP ア

ドレスを通知 
③ 首振り動作 
④ 画像を取得 
⑤ ③，④を定期的に繰り返す 

 
通信機は、電源投入後に自動的に携帯回線に接続し、また、切断

時には再接続するように設定した。この通信機を介して、カメラへ接

続し、カメラの設定変更や動画像の取得を行う。

図-5 ワイパブレードの形状 図-6 ワイパブレードの

取り付け状態 
 

 

図-7 外部電源型観測装置のシステム構成（出典 筆者ら作成）

PoE 給電装置

図-8 外部電源型観測装置の外観（山内撮影，2015/12/3） 
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３．４ 観測装置の熱解析 

装置開発の重要なファクターの一つとして熱設計がある。熱設計

とは装置を構成する各機器を所定の動作温度範囲に収めるように設

計を行うことである。本企画では蔵王山頂付近の夏から冬にかけての

天候・気温の激しい変化に対しても長期間、安定に動作する堅牢なシ

ステムを構築することが求められる。そこで、装置開発のフェーズの

一つとして設計段階での熱解析を行い、筐体設計にフィードバックす

ることにした。具体的な検討事項は以下の三点である。 

 

① 低温環境における各機器の最低動作温度からの逸脱を防ぐ 

② 高温環境における各機器の最高動作温度からの逸脱を防ぐ 

③ 以上の二項目を満足するための熱設計案を考察する 

 

昨年度までに独立電源型の熱解析モデルの構築および定常解析は

完了しているため、本報告書では独立電源型の最悪高温ケースと最悪

低温ケースの非定常解析、外部電源型の熱解析モデルの構築および定

常解析、非定常解析の結果を報告する。 

本研究では C&R 社の Thermal Desktop を用いて熱解析モデルを構

築した。Thermal Desktop は CAD をベースとした熱解析モデル構築用

のソフトウェアであり、伝熱現象に関わる支配方程式は 3D CAD モデ

ルに基づいて連立方程式として解かれる。図-9 から図-13 に熱解析

モデルを解くために作成した 3D CAD のモデルを示す。モデルは装置

および筐体内部の CAD モデルに基づき、伝熱現象を十分に捉えられる

範囲で簡単化して作成した。また，表-6 および表-7 に各デバイスを

構成する各機器の熱特性および作動温度範囲を示す。作動温度範囲で

特徴的なのは、独立電源型においては CPU、通信モジュール、バッテ

リの温度範囲が他の機器と比べて狭いこと、外部電源型では PoE 給電

装置の最低許容温度が 10 ℃と高くなっていることであり、これらの

機器が温度範囲におさまるかを注意してみていく必要がある。

図-9 独立電源型 熱数学モデル 全体（出典 筆者ら作成） 

 

図-10 独立電源型 熱数学モ

デル カメラ・ドーム部

（出典 筆者ら作成） 

図-11 独立電源型 熱数学モ

デル内部機器レイアウ

ト（出典 筆者ら作成） 

  

図-12 外部電源型 熱数学モ

デル 全体（出典 筆者ら

作成） 

図-13 外部電源型 熱数学モ

デル 内部機器レイアウ

ト（出典 筆者ら作成） 
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３．４ 観測装置の熱解析 
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常解析、非定常解析の結果を報告する。 
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特徴的なのは、独立電源型においては CPU、通信モジュール、バッテ

リの温度範囲が他の機器と比べて狭いこと、外部電源型では PoE 給電

装置の最低許容温度が 10 ℃と高くなっていることであり、これらの

機器が温度範囲におさまるかを注意してみていく必要がある。
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表-6 独立電源型 搭載機器の熱特性及び許容温度範囲（出典 筆者

ら作成） 

機器名 主な材質 
発熱量 

[W] 

作動温度 

範囲 [℃]

カメラ アルミ 5.38 -45 to 85

CPU アルミ 0 or 1.25 -20 to 45

USB HUB プラスチック - - 

DC/DC コンバータ 1 アルミ 1.32 -40 to 85

DC/DC コンバータ 2 アルミ 0.0025 -40 to 85

マイコン アルミ 0.125 -40 to 85

3GS 通信モジュール アルミ 2.5 -20 to 45

バッテリ バッテリ電解質 0.2 -20 to 50

筐体 ポリプロピレン - - 

断熱材 硬質ウレタン - - 

フレーム アルミ - - 

ドーム プラスチック - - 

表-7 外部電源型 搭載機器の熱特性及び許容温度範囲（出典 筆者

ら作成） 

機器名 主な材質 
発熱量 

[W] 

作動温度 

範囲[℃] 

カメラ アルミ 2 -40 to 50

ルーター アルミ 2 -20 to 60

PoE 給電装置 プラスチック 0.5 10 to 45 

ケーブルタップ プラスチック 0.2 - 

筐体 ポリカーボネート - - 

壁面用マウント スチール - - 

  

 

 

まず、外部電源型の定常解析について説明する。計算条件として

は火口周辺の外気温が1年を通して約40 ℃から-20 ℃まで変化する

ことを考慮して、最悪高温ケースの 40 ℃と最悪低温ケースの-20 ℃

における定常状態を計算した。解析結果を図-14 に示す。これらの結

果ではどちらのケースでも筐体がほぼ外気温と等しくなっており、発

熱をもつ内部機器およびカメラの温度がそれと比較して高くなって

いることがわかる。各機器の温度に注目してみると、高温ケースであ

る 40 ℃でカメラの温度が作動温度上限である 50 ℃を超えているこ

と、低温ケースである-20 ℃で PoE 給電装置の温度が作動温度下限で

ある 10 ℃を下回っていることがわかる。しかし、それら以外の各ケ

ースにおける温度は作動温度範囲に収まっており、概ね熱的な要求を

満足できている。  

図-14  外部電源型 定常解析結果（出典 筆者ら作成） 
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まず、外部電源型の定常解析について説明する。計算条件として

は火口周辺の外気温が1年を通して約40 ℃から-20 ℃まで変化する

ことを考慮して、最悪高温ケースの 40 ℃と最悪低温ケースの-20 ℃

における定常状態を計算した。解析結果を図-14 に示す。これらの結

果ではどちらのケースでも筐体がほぼ外気温と等しくなっており、発

熱をもつ内部機器およびカメラの温度がそれと比較して高くなって

いることがわかる。各機器の温度に注目してみると、高温ケースであ

る 40 ℃でカメラの温度が作動温度上限である 50 ℃を超えているこ

と、低温ケースである-20 ℃で PoE 給電装置の温度が作動温度下限で

ある 10 ℃を下回っていることがわかる。しかし、それら以外の各ケ

ースにおける温度は作動温度範囲に収まっており、概ね熱的な要求を

満足できている。  

図-14  外部電源型 定常解析結果（出典 筆者ら作成） 
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次に、非定常解析の手法および解析結果について述べる。非定常

解析も定常解析と同様、最悪高温ケースと最悪低温ケースに関して行

った。これらの２つのケースの設定は過去 10 年間の山形市内の最高

気温および最低気温を記録した日の温度データを参考にして、山形市

内と蔵王お釜付近の温度差を考慮することで決定した。最高気温を記

録したのは 2007 年 8月 14 日 14 時（36.4 ℃）、最低気温を記録した

のは 2006 年 1 月 13 日 19 時（-8.7 ℃）である。山形市内と蔵王お釜

付近の温度差はフィールド試験日の設置時刻（2015 年 12 月 2 日 15

時）に実測しており、お釜付近の気温が 3.2 ℃、その時の山形市内の

気温が 8.8 ℃であったため 5.6 ℃とした。それらから決定される最

悪高温ケース（HOT CASE）と最悪低温ケース（COLD CASE）のプロフ

ァイルを図-15 に示した。 

これらの気温変化に基づいた独立電源型観測装置の非定常解析の

結果を図-16 から図-19 に示した。図からわかるように、HOT CASE、

COLD CASE のどちらでも各機器の温度が外気温に対しておおよそ同じ

温度差を保ったまま変化している。これは内部機器の発熱量が小さい

ことに加えて、外気温の変化が緩やかであるために、熱的な平衡状態

を保ちつつ変化しているものと考えられる。また、この際の許容温度

範囲（黒線）に対する機器の動作温度（赤枠内）を図-17、図-19 にそ

図-15 最悪高温ケース・低温ケースの温度プロファイル 

（出典 筆者ら作成） 

れぞれ示した。HOT CASE においては通信モジュールの温度が高くな

っており、許容温度範囲上限近くまで上昇しているが許容温度範囲に

は収まっている。また、COLD CASE ではバッテリの温度が低温化して、

-20 ℃近くになってはいるが許容条件を満たしており、独立電源型は

過去 10 年間の最高気温および最低気温の温度環境においても十分に

耐えうる設計となっていることが分かった。 

次に、外部電源型観測装置の非定常解析の結果を図-20 から図-23

に示す。これらの結果で独立電源型観測装置と異なることは、DC/DC

コンバータ 1 のような高温化する機器が存在せず、全体の温度差が

20 ℃以内に収まっていることである。また、独立電源型の結果と同

様に外気温とほぼ一定の温度差を保ったまま時間変化をしているが、

図-20 の 15 時ころのプロファイルに見られるように、外部にむき出

しになっているカメラが他の機器と比べると外気温変化を受けやす

く、温度変化しやすいことが分かる。図－21 に示すように、HOT CASE

ではカメラの温度が、気温が高いために十分に放熱できず高温化して

いる。また、図－23 に示すように、COLD CASE では PoE 給電装置の温

度が許容温度下限近くまで低温化していることが分かった。外気温が

低下する冬の時期に注意して運用する必要がある。しかし、いずれの

結果でも各機器は許容温度範囲を満たしており、外部電源型観測装置

も想定される最悪の熱環境においても安定して動作すると考えられ

る。 

以上の結果より、本デバイスの設計は熱的にロバストであり、長

期間の運用に耐えうると評価された。 
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温度差を保ったまま変化している。これは内部機器の発熱量が小さい

ことに加えて、外気温の変化が緩やかであるために、熱的な平衡状態

を保ちつつ変化しているものと考えられる。また、この際の許容温度

範囲（黒線）に対する機器の動作温度（赤枠内）を図-17、図-19 にそ

図-15 最悪高温ケース・低温ケースの温度プロファイル 
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れぞれ示した。HOT CASE においては通信モジュールの温度が高くな

っており、許容温度範囲上限近くまで上昇しているが許容温度範囲に

は収まっている。また、COLD CASE ではバッテリの温度が低温化して、

-20 ℃近くになってはいるが許容条件を満たしており、独立電源型は

過去 10 年間の最高気温および最低気温の温度環境においても十分に

耐えうる設計となっていることが分かった。 

次に、外部電源型観測装置の非定常解析の結果を図-20 から図-23

に示す。これらの結果で独立電源型観測装置と異なることは、DC/DC

コンバータ 1 のような高温化する機器が存在せず、全体の温度差が
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様に外気温とほぼ一定の温度差を保ったまま時間変化をしているが、
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しになっているカメラが他の機器と比べると外気温変化を受けやす

く、温度変化しやすいことが分かる。図－21 に示すように、HOT CASE

ではカメラの温度が、気温が高いために十分に放熱できず高温化して

いる。また、図－23 に示すように、COLD CASE では PoE 給電装置の温

度が許容温度下限近くまで低温化していることが分かった。外気温が

低下する冬の時期に注意して運用する必要がある。しかし、いずれの

結果でも各機器は許容温度範囲を満たしており、外部電源型観測装置
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以上の結果より、本デバイスの設計は熱的にロバストであり、長
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図-16 独立電源型 非定常解析温度履歴 HOT CASE（出典 筆者ら作

成） 

 

 
図-17 独立電源型 非定常解析作動温度範囲 HOT CASE（出典 筆者

ら作成）  

黒線：許容温度範囲 
赤枠：機器動作温度

 

図-18 独立電源型 非定常解析温度履歴 COLD CASE（出典 筆者ら

作成） 

 

 
図-19 独立電源型 非定常解析作動温度範囲 COLD CASE（出典 筆

者ら作成）  

黒線：許容温度範囲 
赤枠：機器動作温度
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図-16 独立電源型 非定常解析温度履歴 HOT CASE（出典 筆者ら作

成） 

 

 
図-17 独立電源型 非定常解析作動温度範囲 HOT CASE（出典 筆者

ら作成）  

黒線：許容温度範囲 
赤枠：機器動作温度

 

図-18 独立電源型 非定常解析温度履歴 COLD CASE（出典 筆者ら

作成） 

 

 
図-19 独立電源型 非定常解析作動温度範囲 COLD CASE（出典 筆

者ら作成）  

黒線：許容温度範囲 
赤枠：機器動作温度
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図-20 外部電源型 非定常解析温度履歴 HOT CASE（出典 筆者ら作

成） 

 

 

図-21 外部電源型 非定常解析作動温度範囲 HOT CASE（出典 筆者

ら作成）  

黒線：許容温度範囲 
赤枠：機器動作温度

 

図-22 外部電源型 非定常解析温度履歴 COLD CASE（出典 筆者ら

作成） 

 

 

図-23 外部電源型 非定常解析作動温度範囲 COLD CASE（出典 筆

者ら作成）  

黒線：許容温度範囲 
赤枠：機器動作温度
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図-20 外部電源型 非定常解析温度履歴 HOT CASE（出典 筆者ら作

成） 

 

 

図-21 外部電源型 非定常解析作動温度範囲 HOT CASE（出典 筆者

ら作成）  

黒線：許容温度範囲 
赤枠：機器動作温度

 

図-22 外部電源型 非定常解析温度履歴 COLD CASE（出典 筆者ら

作成） 

 

 

図-23 外部電源型 非定常解析作動温度範囲 COLD CASE（出典 筆

者ら作成）  

黒線：許容温度範囲 
赤枠：機器動作温度
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３．５ ウェブシステムの開発 

本章では、インターネット回線を活用したモニタリングシステム

の概要と開発状況について述べる。 

 

３．５．１ ウェブシステムの目的 

災害情報の共有は、システムを運用する上で重要な要素であり、

迅速性と正確性が求められる。本グループで開発した装置による観測

情報を広く共有するために、インターネット回線を利用し、web ペー

ジ上で情報公開を行う。インターネット上で直ちに観測データを発信

することで、火山災害発生時における正確な情報を迅速かつ広範囲に

伝達する事が可能となる。本年度は、蔵王山に設置した観測装置の機

能テストを兼ね、12 月上旬より観測システムと WEB システムの運用

を開始した。この稼働試験により、本システムの改善すべき点の洗い

出しと運用実績を蓄積し、システムの信頼性を向上させる。 

 

３．５．２ ウェブシステムの概要 

近年のスマートフォン等の情報端末の普及に伴い、ブラウザを搭

載した機器からインターネットを介して web ページにアクセスする

ことで、通信可能圏内において、広く迅速に情報を共有することでき

るようになった。われわれが開発したウェブシステムは、観測装置、

通信用の携帯回線、東北大学内に設置したサーバ、web ページにアク

セスするユーザの端末により構成される。観測装置から送信されたデ

ータは東北大学内に設置されたサーバに蓄積され、web ページとして

情報を開示する。図-24 にウェブシステムの概略を示す。 

観測装置は、取得したセンサーデータとカメラの画像を一定間隔

でサーバへと送信し続けている。サーバは、これらのデータを管理し、

web ページに表示可能な状態にして観測データの蓄積を継続すると

ともに、ユーザのアクセスごとに web ページの内容を更新して最新の

情報を提供する。図-25 に、情報公開用 web ページのトップページの

画像を示す。  

 
図-24 ウェブシステムの概略（出典 筆者ら作成） 

図-25 Web ページのトップ画面（出典 筆者ら作成） 
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３．５．３ 情報公開用 web ページの仕様 

本 web ページは、html、php、 JavaScript、 CSS の各種ウェブペ

ージ用言語を交えて記述されており、ユーザに対してインタラクティ

ブな情報へのアクセス性を提供している。主な機能として、トップペ

ージにおける概要説明、各装置の最新画像データの提示、各装置の過

去の観測データの検索とアクセスの提供、各装置の詳細説明、装置の

運用上の各種できごとの紹介、関係機関へのリンクを提供している。 

 

【バッテリ残量監視機能】 

今回の独立電源型観測装置にはバッテリ電圧センサが搭載されて

おり、5分おきに電圧データがデータサーバに送信されてくる。この

情報を、google 社の提供する API を用いて、視覚的にわかりやすく

表示できるようにした。12 月 2 日から 1 月 5 日までのバッテリ電圧

の時間変化の画面を図-26 に示す。  

図-26 バッテリ電圧の変化（2915 年 12 月 2 日から 2016 年 1

月 5日まで：出典 筆者ら作成） 
 

 

【過去履歴の照会機能】 

二つの観測装置の画像は、1日に数百枚(独立電源型：30 分毎に 1

回の撮影，1枚/回 1392x1040 pixels の静止画で 1 MByte，外部電源

型：5分毎に 1回の撮影，7枚/回の fullHD 静止画で 178 MByte)蓄積

されていく。ユーザが必要とするデータに，用途に応じて素早くアク

セスできるよう、長期間の蓄積データを表示するページを設置し、さ

らに検索機能を実装した。図-27 に履歴画像の検索画面を示す。 

 

【各種装置の解説ページ】 

観測データの提供とともに、観測装置の仕様と観測データを正し

く理解してもらうことが非常に重要である。本ページでは、装置の概

要と設置状況についても説明し、一般ユーザのアクセスにも対応して

いる。図-28 に解説ページの例を示す。 

 

【サイトマップ】 

図-29 に本ページのサイトマップを示す。  

図-27 履歴画像検索画面（出典 筆者ら作成） 
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図-28 解説ページ例（出典 筆者ら作成） 

図-29 サイトマップ（出典 筆者ら作成） 
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３．５．４ ウェブシステムに関する成果と改善すべき点 

これまでの成果と改善すべき点は、以下の 3点にまとめられる。 

 

① 2015 年 12 月 2 日から 2016 年 1 月 6日現在まで、0 ℃以下

の低温環境で、30 日以上の稼働とデータの提供を実現して

いる 

② 大量のアクセスに対応するためには、サーバ側でデータの

並べ替えやデータセットの解析結果をあらかじめ用意し、

サーバの負荷を減らす工夫が必要である 

③ 定常的にアクセスしてもらうことで本ページのインターフ

ェイスに慣れてもらう工夫が必要である 

 

３．６ 蔵王におけるフィールド試験 

 

３．６．１ 試験環境 

本自主企画で開発した観測装置の耐候試験を、仙台管区気象台お

よび蔵王ロープウェイ株式会社の協力を得て、蔵王火山で実施した。

試験は、蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅にて行っている。地蔵山頂駅は、

図-30 に示すように、蔵王ロープウェイの終点で、三宝荒神山と地蔵

山の間に位置し、標高は 1661 m である。冬季は気温が氷点下で悪天

候の日が続き、樹氷も形成される厳しい環境である。観測装置を設置

した 2015 年 12 月初旬にはすでに図-31 のような状態になっていた。 

 

３．６．２ 観測装置の設置状態 

観測装置は、地蔵山頂駅屋上にある展望台のデッキの外に設置し

た。設置作業は、12 月 2 日から 3 日にかけて行った。観測装置は、

図-32 に示すような状態で設置されている。土台となるフレームは、

仙台管区気象台が屋上に設置したもので、その一部に本自主企画の観

測装置を取り付けた。独立電源型観測装置はフレームの中心に設置し

た。カメラが入ったアクリルドームは、フレームの最上部、床から
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1130 mm の高さの位置に、バッテリと制御回路が入ったペリカンケー

スはフレームの最下部、床から 170 mm の高さの位置にそれぞれ固定

されており、防水コネクタ付ケーブルで接続されている。外部電源型

観測装置は、フレームの端に立てた直径 114.3 mm のポールに、専用

のポールマウントを用いて固定した。カメラの位置は、床から約 1200 

mm の高さとした。どちらの観測装置も、凍結の影響をできる限り低

減し、長期間観測を続けるために、カメラの向きが樹氷の成長方向と

は逆になるように、東に向けて設置した。また、それぞれの通信用ア

ンテナは、プラスチックケースに入れ、フレームとポールに固定した。

プラスチックケースは、３．３．３で述べたワイパブレードと同様に、

着雪や凍結を防ぐ効果を期待し、表面に布粘着テープを貼った。

図-30 観測装置の設置場所 

（地図：DigitalGlobe，地図データ：Google，ZENRIN） 

図-31 地蔵山頂駅周辺の様子（谷島撮影，2015/12/2） 

 

 

３．６．３ 試験結果・現状 

【独立電源型観測装置】 

2015 年 12 月 2 日から観測を開始し、2016 年 1 月 7日 19 時まで画

像や環境情報を伝送し続けることができた。装備したバッテリ容量か

ら推定した観測期間は 48 日間であったものの、実際の観測期間は 36

日間であった。想定よりも短くなった原因として、下記の 2点が考え

られる。 

 

① 低温環境であったため、バッテリの性能が想定以上に低下

した 

② 天候等により携帯電話回線の電波状況が悪い状態では、観

測した情報を伝送するために要する時間が長くなる。最悪

の場合は、通信が切断されると所定のシャットダウン時間

(起動から 3分)の間、装置は PC と通信機が起動したまま

待機して、消費電力が想定以上に増加する

図-32 観測装置の設置状態（谷島撮影，2015/12/3） 
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これまでに装置が撮影した画像の一部を図-33 に示す。設置後、問

題なく画像およびバッテリ電圧等の情報を伝送していたが、設置 3日

目（2015 年 12 月 4 日）には、装置観測部のドーム表面が凍りつき、

外界の画像情報を得ることができなかった（図-33 右上）。その後の

天候により表面の氷が溶け、外界の情報を取得できることはあるもの

の(図-33 左下)、設置した環境では、基本的にはすぐにドーム表面が

凍結することがわかった(図-33 右下)。 

装置から伝送されたバッテリ電圧の時間変化を図-34 に示す。観

測開始時の電圧は、16 V 程度であり、1か月経過時の電圧は、約 13.5 

V であった。これらから、1日当たりの電圧降下量を計算すると、0.083 

V/day となる。搭載したリチウムイオン電池の特性として、電圧が 13 

V を下回ると急激に電圧降下が発生し、12 V で給電を停止することか

ら、近日中に装置が停止すると予想される。 

  

図-33 独立電源型観測装置が撮影した画像 

 

 

【外部電源型観測装置】 

2015 年 12 月 3 日から観測を開始し、12 月 3 日および 12 月 16 日

に、カメラの首振り動作を行うことが出来なくなった。両日ともに、

首振り機構部分が凍結したことが原因と考えられる。 

本装置では、カメラの撮影ポイントを事前に複数箇所指定してお

き、一定時間ごとに撮影する。撮影した画像の例を図-35 に示す。 

初期動作設定では、首振り動作、写真撮影といったカメラの全て

の動作コマンドを東北大学内部にあるサーバから送信した。コマンド

は 5分間ごとに送信していた。この設定では、12 月 3 日 20 時頃に首

振り動作が行えなくなり、12月 7日 12時頃に首振り機能が回復した。 

5 分間隔での首振り動作では、待機時に稼働部が凍結する恐れが

あったため、首振りコマンドのみを 1分間隔で送信するように変更し

た。しかし、12 月 16 日に、再び首振り動作を行うことが出来なくな

った。これは、該当日に 2時間ほど、天候不良が原因と思われる通信

ができない時間があったため、その間は首振り動作ができなかった可

能性が考えられる。 

  

図-34 バッテリ電圧の変化（出典 筆者ら作成） 
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以上を踏まえて、動作設定を以下のように変更した。 

 

首振り動作： カメラ内部の時計を基準にして、1 分ごとに自動

で行う。これにより、外部との通信が不要になり、

通信不可の状態でも首を振り続ける。 

画像取得： 5 分後ごとに東北大学内のサーバからコマンドを

送信し、画像を取得する。 

 

上記の設定に変更した後、2015 年 12 月 18 日から 2016 年 1 月 12

日現在まで継続して観測を行っている。これまでに装置が撮影した画

像の一部を図-36 に示す。  

図-35 外部電源型が取得した画像（2015/12/25） 

図-36 観測された外部電源型観測装置の画像 

 ４．噴煙観測システムの提案 

４．１ 背景と開発の目的 

火山噴火は人命・財産や社会システムに甚大な被害をもたらす可

能性がある。しかし、現時点では噴火の開始予測に確立した手法がな

い上に、噴火後の噴火推移予測も困難である。火山噴火による被害を

低減するためには、噴火前後における常時かつ継続的な監視が必要で

ある。 
現在日本にある 110 の活火山のうち 47 火山については、気象庁に

よって、地震計による振動観測、GPS などによる地殻変動観測、及び

高感度カメラ等の動画監視による常時観測が行われている。火山の噴

火活動は、これらの観測データを総合的に評価して判断される。しか

し、このような常時観測網は、各種機器の整備と 24 時間態勢での監

視が必要で、さらに、噴火が起こる前に予め設置しておく必要がある。 
ところが、2014 年の御嶽山の水蒸気噴火のように、常時観測対象

となっていなかった活火山でも突然噴火が発生する可能性が示され

た。噴火活動中は立ち入り規制が敷かれるため新たな観測点を設置す

ることは困難である。 
このような問題を解決するために、本企画では、「簡便かつ臨機応

変に観測網を展開できる火山観測装置」に実装可能な観測手法かつ、

それ単体で噴火活動度を判定できるシステムを提案する。具体的には、

無人火山観測装置搭載のカメラで画像を取得し、その画像データから

初期噴火と噴煙の面積を推定し、それを基に噴火活動度を定義し、自

動的に判断できるシステムを提案する。本年度は、実際に起こった阿

蘇山の噴火（2015 年 9 月）を事例として解析システムの性能評価と

噴煙警報システムへの応用を議論することを目的とする。 
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４．２ 解析手法 

入力データは噴煙画像（一般的な画像データ形式; JPEG）である。

画像から取り出したデジタル値（R,G,B）に対して可視域の天空光ス

ペクトル情報の導出手法、及び雲・晴天判別を行う手法を噴煙検知に

応用して初期噴火の検出と噴煙域検知手法を開発した。詳しくは参考

文献を参照されたい。以下、簡単に手法の説明を行う。 
 

４．２．１ 噴煙初期検知 

天空の撮影画像ファイル（JPEG 形式）から取り出した RGB 値か

ら、一般的に JPEG 画像で想定されている sRGB 色空間に従った感度

特性を考慮することで、輝度を示す Intensity Index (II)、散乱の波長依

存性を示す Small Particle Index (SPI) 、Molecular Index (MI) を推定す

ることができる（Saito et al., 2016）。これに RGB を加えた６つのパラ

メータから、そのときの天空を晴天・雲域・噴煙域に分類することが

できる。晴天域は B と MI の値が大きくなり、II の値が小さくなる。

雲域では R、G と II の値が大きくなり、MI と SPI の値が小さくなる

（Saito and Iwabuchi, submitted to JTECH）。そして噴煙域では、雲域と

同じだが SPI の値が大きくなり、II の値が小さくなるため、閾値をベ

ースとした判別が可能になった。ただし、雲域のうち 5%ほどは噴煙

域との誤判別がある。これは噴煙識別には適当ではないため、上記の

アルゴリズムは初期噴火の検出にのみ使用する。定常的に噴煙を出し

ている火山にも対応させるために、噴煙域の時間微分値を閾値として、

初期噴火の検知を行う。 
 

s = dA/dt      （式１） 
where A is area of volcanic ash, t is time, and s is slope parameter.   

 
スロープパラメータ s は噴煙検知の誤判別で噴火が発生していな

い場合でもある程度のふらつきがあるため、噴煙の閾値としてふらつ

きによる s の変動を考慮して、log10s = 0.5 とした。

４．２．２ 噴煙域検知 

初期噴火が検知された場合、動的閾値判別法を用いて噴煙域を検

知する。これは、噴火発生時の天候に左右されずに（誤判別を防ぐ）

噴煙を検知するために、その都度閾値を最適化する手法である。 
まず、s パラメータを導出した際に、t=0 と t=1 で噴煙域と判定さ

れた pixel を除く t=1 における噴煙域の６つのパラメータ

(R,G,B,II,SPI,MI)の平均と分散を求める。これは、定常的に誤判別され

ている pixel を排除するためであり、該当 pixel のほとんどは、噴煙域

に該当していることが確認された。次に、６つのパラメータの平均値

から標準偏差の 1.5σに該当する領域を噴煙域とする。このようにし

て、毎回の噴煙の状態に応じて閾値を最適化できる。 
 

４．３ 解析結果（2015 年９月阿蘇山噴火を事例として） 

2015 年 9 月 14 日に阿蘇山が噴火し、気象庁は噴火警報レベルを

３に引き上げた。図-37（左）は気象庁提供の噴煙画像である。阿蘇山

は、気象庁発表では 9 時 43 分に発生した噴火に伴い火山性微動を発

生しているが、画像では噴火以前から定常的に水蒸気主体の噴煙が上

がっている。２分毎に撮影された画像をみると、9 時 46 分時点で噴

煙の量が増大し、噴煙の色も灰色に変わったことから、噴火様式が変

化したことが推測できる（「初期噴火」と定義する）。また、9 時 48 分

時点では黒煙を上げ、噴火規模が増大し、火砕流が発生したことが見

て取れる。 
図-37（右）は本解析システムの結果である。定常的に噴煙を上げ

ている状態（9 時 44 分時点まで）では、初期噴火を検知せず、噴火活

動は平穏である青色を示している。一方、9 時 46 分では初期噴火を

検知し、噴煙に該当する部分を赤色、それ以外に該当する部分を白色

で示している。解析に要する計算時間は１秒程度である。したがって、

準リアルタイム解析が可能であり、噴火規模が増大した 9 時 48 分時

点までに初期噴火を検知する可能性が高いことが示された。
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一方、噴火からある程度時間が経った場合では、噴煙が空全体を

覆い、s パラメータが閾値を下回るためこの手法は適さなくなる（10
時 00 分以降）。よって、本手法は噴煙の初期検知のみに適していると

考えられる。 
 
 
 

図-37 阿蘇山における気象庁の噴煙画像（左）と、本解析システム

で得られた結果（右） 
  

図-37（つづき） 阿蘇山における気象庁の噴煙画像(左)と、本解析

システムで得られた結果（右）  
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図-37（つづき） 阿蘇山における気象庁の噴煙画像(左)と、本解析

システムで得られた結果（右）  

４．４ 今後の展望と噴煙警報システムの提案 

本解析システムは一般に用いられる画像形式（JPEG 形式）に対応

しているため、気象庁の画像システムをはじめとしたほとんどの火山

画像システムに適応可能である。また、初期噴火の際の噴煙面積から

噴煙の規模をある程度見積もることが可能であれば、噴火活動度を定

義して一般市民に知らせる噴煙警報システムの構築も可能となる。さ

らに、このシステムを応用して、噴煙の上昇と流下の判定ができるよ

うになれば、人的被害の危険性の高い火砕流の即時検知も可能となる。

その結果、初期噴火の段階で迅速に避難を促すことができ、火山災害

における人的被害の軽減に大いに貢献するであろう。 
もちろん、より高精度なカメラや一般的な画像形式に変換される

前のいわゆる生データ（RAW データ）はより多くの情報量を持って

いることが示されており（Saito and Iwabuchi, submitted to JTECH）、噴

煙検知の精度も向上する可能性が高い。既存のシステムを使用しつつ、

用途に応じてシステムの再考を産学官が連携して実施する必要があ

ろう。 
本解析システムの検証は阿蘇山噴火のひとつの事例にとどまって

いるため、今後はより多くの事例を用いて検証を行い、そのフィード

バックをシステムの改良に取り入れて、実用化を目指していく。 
  



221

図-37（つづき） 阿蘇山における気象庁の噴煙画像(左)と、本解析

システムで得られた結果（右）  

４．４ 今後の展望と噴煙警報システムの提案 

本解析システムは一般に用いられる画像形式（JPEG 形式）に対応

しているため、気象庁の画像システムをはじめとしたほとんどの火山

画像システムに適応可能である。また、初期噴火の際の噴煙面積から

噴煙の規模をある程度見積もることが可能であれば、噴火活動度を定

義して一般市民に知らせる噴煙警報システムの構築も可能となる。さ

らに、このシステムを応用して、噴煙の上昇と流下の判定ができるよ

うになれば、人的被害の危険性の高い火砕流の即時検知も可能となる。

その結果、初期噴火の段階で迅速に避難を促すことができ、火山災害

における人的被害の軽減に大いに貢献するであろう。 
もちろん、より高精度なカメラや一般的な画像形式に変換される

前のいわゆる生データ（RAW データ）はより多くの情報量を持って

いることが示されており（Saito and Iwabuchi, submitted to JTECH）、噴

煙検知の精度も向上する可能性が高い。既存のシステムを使用しつつ、

用途に応じてシステムの再考を産学官が連携して実施する必要があ

ろう。 
本解析システムの検証は阿蘇山噴火のひとつの事例にとどまって

いるため、今後はより多くの事例を用いて検証を行い、そのフィード

バックをシステムの改良に取り入れて、実用化を目指していく。 
  



222

 ５．おわりに 

５．１ まとめ 

今年度の活動は、班ごとの活動が中心であった。無人火山観測装

置と噴煙観測システムの統合には至らなかったものの、それぞれは完

成形に近づき、大きな成果を得ることができた。 

無人火山観測装置の開発では、昨年度から開発を進めてきた独立

電源型観測装置やモニタリング・情報発信用のウェブシステムを完成

させ、新たに、積雪・凍結対策のワイパを備えた外部電源型観測装置

も開発した。これらの観測装置のフィールド試験を蔵王にて実施し、

その有用性を確認した。また、蔵王での観測装置の設置作業を通し、

厳しい環境の中でも確実に火山を観測できる装置やシステムが、火山

防災を考える上で必要不可欠であることを再認識した。 

噴煙観測システムの提案では、無人火山観測装置搭載のカメラを

想定した火山噴火検知アルゴリズムの開発を行った。このアルゴリズ

ムによる画像解析の結果、解析時間約 1秒の準リアルタイム解析が可

能となり、火山噴火の始まりを高精度で検知することに成功した。 

 

５．２ 今後の展望 

無人火山観測装置と噴煙観測システムは、それぞれいくつかの改

良は必要であるものの、ほぼ完成形になったと考えられる。従って、

今後の目標は、無人火山観測装置と噴煙観測システムの統合である。

基本的には、無人火山観測装置の観測データを蓄積しているサーバあ

るいはそこにアクセスできる PC に噴煙観測システムを実装し、観測

データを逐次解析して、その解析結果をウェブシステムに掲載するこ

とで、所期の目的を達成することが可能となる。 
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デザインを用いた安全行動・心理

的安心の誘発 
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今野大輔(5) 
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倪  嘉苓(4) 

 

(1) 東北大学理学研究科 博士課程後期 2年 

(2) 東北大学工学研究科 博士課程後期 2年 

(3) 東北大学工学研究科 博士課程前期 2年 

(4) 東北大学工学研究科 博士課程前期 1年 

(5) 東北大学工学研究科 博士課程後期 1年 

(6) 東北大学文学研究科 博士課程前期 2年 

(7) 東北大学文学研究科 博士課程前期 1年 
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 要約 

近年、様々な分野において異分野融合の必要性が高まり、その中に

おいてデザインは大きな役割を果たすことが期待されている。本企画

ではデザインを芸術的な概念ではなく、「意味の記号化」を行うもの

として扱っている。急速な変化の中で複雑化が進む社会において、意

味を記号化することにより、言語を介さず製作者の意図や感覚を瞬間

的に伝達するデザインの役割を無視することはできない。また、安全・

安心分野における災害現場等の瞬時の判断が必要とされる事態にお

いては、「どのように正確な情報を素早く伝えるか」が非常に大きな

課題となっており、その中におけるデザインの重要性は高い。 

本企画の最終的な目的は、デザインを用いて安全・安心へ以下の二

つの方策で貢献することである。一つ目は、災害時の避難行動等にお

いて適切な行動を誘起するような“安全デザイン”の構築である。二

つ目は、日常時に安全を意識しつつ必要以上にストレスを感じない

“安心デザイン”を見出すことである。本報告書に記載する平成 27

年度の活動では、“空間デザインの変更と、それにより生じ得る人の

行動変化”の観測を主な活動とした。観測対象はリーディング談話室

におけるリーディング大学院生である。観察にはタイムラプスカメラ

を用い、デザイン変更が観察対象者に与える心理的変化を調査するた

め、アンケート調査も併せて行った。 

タイムラプスカメラを用いた観測により、空間デザインは、少なく

ともリーディング談話室内においては、利用者の設備利用箇所を変動

させ得ることを確認できた。また、観察と併せて行ったアンケート調

査は、観察により得られた結果を検証するだけでなく、利用者の空間

デザイン変化により生じる印象の変化を調査することを可能にした。 

本活動を通じて得られた知見は、今後のデザインによる安全・安心へ

の一助となるものである。 

  



225

 
1 

 

第６章 

デザインを用いた安全行動・心理

的安心の誘発 

 
 

水木敏幸(1) 

小林龍一(2) 

和田久佳(3) 

石橋信治(4) 

今野大輔(5) 

蘇 亮(6) 

賈 晨(7) 

施  均(4) 

倪  嘉苓(4) 

 

(1) 東北大学理学研究科 博士課程後期 2年 

(2) 東北大学工学研究科 博士課程後期 2年 

(3) 東北大学工学研究科 博士課程前期 2年 

(4) 東北大学工学研究科 博士課程前期 1年 

(5) 東北大学工学研究科 博士課程後期 1年 

(6) 東北大学文学研究科 博士課程前期 2年 

(7) 東北大学文学研究科 博士課程前期 1年 

  

 
2 

 要約 

近年、様々な分野において異分野融合の必要性が高まり、その中に

おいてデザインは大きな役割を果たすことが期待されている。本企画

ではデザインを芸術的な概念ではなく、「意味の記号化」を行うもの

として扱っている。急速な変化の中で複雑化が進む社会において、意

味を記号化することにより、言語を介さず製作者の意図や感覚を瞬間

的に伝達するデザインの役割を無視することはできない。また、安全・

安心分野における災害現場等の瞬時の判断が必要とされる事態にお

いては、「どのように正確な情報を素早く伝えるか」が非常に大きな

課題となっており、その中におけるデザインの重要性は高い。 

本企画の最終的な目的は、デザインを用いて安全・安心へ以下の二

つの方策で貢献することである。一つ目は、災害時の避難行動等にお

いて適切な行動を誘起するような“安全デザイン”の構築である。二

つ目は、日常時に安全を意識しつつ必要以上にストレスを感じない

“安心デザイン”を見出すことである。本報告書に記載する平成 27

年度の活動では、“空間デザインの変更と、それにより生じ得る人の

行動変化”の観測を主な活動とした。観測対象はリーディング談話室

におけるリーディング大学院生である。観察にはタイムラプスカメラ

を用い、デザイン変更が観察対象者に与える心理的変化を調査するた

め、アンケート調査も併せて行った。 

タイムラプスカメラを用いた観測により、空間デザインは、少なく

ともリーディング談話室内においては、利用者の設備利用箇所を変動

させ得ることを確認できた。また、観察と併せて行ったアンケート調

査は、観察により得られた結果を検証するだけでなく、利用者の空間

デザイン変化により生じる印象の変化を調査することを可能にした。 

本活動を通じて得られた知見は、今後のデザインによる安全・安心へ

の一助となるものである。 

  



226

 
3 

 １．イントロダクション 

１．１ 活動背景 

本グローバル安全学トップリーダー育成プログラムでは、本プログ

ラムのホームページ上に掲載している図１からもわかるように１）安

心・安全分野におけるトップリーダーの育成を目的としている。 

 

 
図１：グローバル安全学における目的の概念図 

 

一方、安全および安心の定義は曖昧であり社会において様々な解釈

が存在するため、以下に本報告書で安全、および安心について議論す

る際のそれぞれの定義について述べる。「安全・安心な社会の構築に

資する科学技術政策に関する懇談会」報告書２）においては、安全を「人

とその共同体への損傷、ならびに人、組織、公共の所有物に損害がな

いと客観的に判断されること」と定義しており、またこの定義は社会
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における認識と大まかに一致していると考えられる。一方で同報告書

において「安心については、個個人の主観的な判断に大きく依存する

ものである。当懇談会では安心について、人が知識・経験を通じて予

測している状況と大きく異なる状況にならないと信じていること、自

分が予想していないことは起きないと信じ何かあったとしても受容

できると信じていること、といった見方が挙げられた」とあるように

安全と比較して安心の定義は難しく、安心という用語がある程度の幅

を持った解釈のもと用いられていることがわかる。そこで本自主企画

グループでは同報告書を参考に安心しているという状態を「自分が関

わるリスクについて適切に理解し、またそれが受容できると感じてい

る状態」とした。また目指すべき安心としては同報告書内における

「人々が完全に安心する状態ではなく、安全についてよく理解し、い

ざというときの心構えを忘れず、それが保たれている状態こそ、安心

が実現しているといえる」という提言が適切であると考えられる。以

降、本報告書においては基本的にこれらの定義において安全および安

心を論ずるものとする。 

安全・安心分野においては社会的や技術的、科学的、精神的など様々

な側面から安全・安心の実現へ向けた取り組みがなされているが、そ

の中でも最近より注目されるようになったキーワードとしてデザイ

ンがある。安全・安心を実現するための取り組みにおいて、ライフデ

ザイン、地域デザイン、コミュニティデザインといったデザインとい

う単語を含む用語が頻繁に用いられるようになってきており、それは

即ちデザインが安全・安心に関する問題の解決に対して有効に働きう

ると期待されていることを表している。このことからも、デザインと

いうキーワードの重要性は今後更に増していくと考えられる。 

そこで本自主企画活動ではデザインについて着目し、デザインを通

して可能な安全・安心な社会構築への貢献について検討することを目

的としている。一方でデザインという言葉の意味は非常に曖昧かつ多

岐にわたっており、このことがデザインに関する概念について明確に

言語化し意味を厳密に共有することを極めて困難にし、ひいてはデザ
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インを理解することやまた学術的な文法を用いて議論することを困

難にしている。 

そこで本節では本活動でデザインという言葉を使用する際のデザ

インの意味、および安全・安心という分野においてデザインが果たし

うる役割について可能な限り詳細に述べ、そこから本自主企画グルー

プが果たしうる役割、および本活動で設定すべき目的についてより詳

細に述べるものとする。 

 

１．２ デザインの意味 

デザインという言葉は例えば辞書３）では 1)造形作品を意匠するこ

と。2)図案や模様を考案すること。3)目的もって具体的に立案するこ

とと示されている。社会においてデザインという言葉が使用される際、

アート（芸術）と混同して認識され、主に 1)や 2)の意味で使用され

ることが多いように見受けられる。一方、工学分野では 3)の意味で

使用されることが多い。本自主活動では、3)に近い意味でデザインと

いう言葉を使用している。さらに具体的には、我々はデザインを主に

視覚的・体験的な意匠をもって「概念の記号化」を行う行為、もしく

はその成果物を意味する概念として捉えている４）。例えば言語という

のもひとつの概念の記号化であり、伝えたい概念を言語という記号に

変換し相手に伝達する手段である。その例に倣い別の例を挙げると、

例えば図１に示す公衆トイレにおいて男子トイレと女子トイレを区

別するためのマーク５）は「男子トイレと女子トイレの区別」という伝

えたい意味を、人を模したマークへ記号化し、伝達しようとする「デ

ザイン」であると言える。 
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図２：公衆トイレのマーク 

 

つまりデザインというものはある側面において言語と同様コミュ

ニケーション手段として分類されうるものである。しかしながらデ

ザインの手法や役割は非常に多岐にわたっており、またその性質、

特徴、効果も言語によるコミュニケーションとは大きく異なる。次

項ではそのデザインの性質について簡単に述べる。 

 

１．３ デザインの特徴 

我々の意図するところにおけるデザインは言語によるコミュニケ

ーションと比較して以下の特徴を有していると考えられる。 

1)瞬間的な理解が可能である 

2)思考を通さず直観的に気分、感情に影響を与える 

3)言語化しづらい概念を伝達することが可能である 

4)言語、文化によらず共有できる部分を有する 

5)理解に言語能力・思考を必要としない 

また、言語において伝達する意味の設計は論理の構成によって行わ

れるが、デザイン一般において伝達する意味を設計するためには心理

学や認知心理学、文化や時代考証などの知識に基づき伝達対象につい

て検討することが必要となる。そのため非常に多様な事象を考慮する

必要があり、またその意図に対する伝達手段の適解が環境や時間によ
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って異なるであろうことからその導出は極めて困難なものとなる。し

かし、それらが有効にはたらいた際には、非常に高くかつこれまで得

ることのできなかった効果を得ることができると考えられる。本プロ

グラムが対象とする安全・安心の分野は人の生活様式や感情に大きく

関わる分野であり、物理的な解決策の限界が感じられている分野であ

ることからも、デザインが非常に有効な解決策となりうることが考え

られる。 

本活動においては上記にあげた特徴のなかでも、言語を通さず瞬間

的に意味を伝達できる点、および思考を通さず直観的に気分、感情に

影響する点について注目し、その効果の利用を目指すこととした。本

グループにおいて想定するデザインの具体的な役割については次項

で述べる。 

 

１．４ デザインに期待する役割 

本グループにおいては、デザインを利用する場として、災害発生後

の避難施設や、その後の仮設住宅や集団移転後の住居環境に関する場

に注目している。 
従来、こういった環境の整備においては緊急の場であることもあり

設備における客観的・機能的な面、つまり「安全」面の整備に時間や

資源が注がれ、避難者の主観的・精神的な面、つまり「安心」面の整

備はおろそかにされがちであった。しかし、今回の東日本大震災にお

いては、避難施設において避難者がストレスから体調を崩す、仮設住

宅や集団移転先が孤立する人が増加するなど精神面でのケアの必要

性が明らかになった。 
特に避難施設を利用する状況は基本的に緊急の事態であると考え

られるため、図３の実際の避難所の写真６）で見られるように十分なス

ペースやプライバシーの確保が難しいことをはじめとして普段の住

環境とはかけ離れた中での生活を強いられることになる。これは機能

面での負担になることはもちろんのこと、不安の大幅な増長を招き精

神的負担が非常に大きくなることが考えられる。 

 
8 

 
図３：東日本大震災の避難所の様子 

 
避難者の負担を軽減するためにはいかに安心してもらうかが重要

であり、そこにおいてデザインは有益にはたらきうると考えられる。

一方でそのような意図をどのようにデザイン、および適用し、またそ

の効果を評価するかについては前述の通り体系立てられたプロセス

がなく、試行錯誤を繰り返しながら進めているのが現状である。 
 

１．５ 本活動の目的と報告書の構成 

本活動における最終目標は避難所や仮設住宅、集団移転先でどのよ

うに安心を創造するかという課題に対してデザインを用いて有益な

提案をすることである。そのため本年度の活動ではデザインがどのよ

うに人の感覚や行動に影響を与えるかについてグループ内での議論

や聞き取り調査、談話室の観測などを通して検討し、グループメンバ

ーの理解を高めるとともに、デザイン提案の基礎となる調査方法・内

容を確立することを目的としている。より具体的には、リーディング
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談話室内の空間デザインを変更することにより生じる、“談話室設備

利用頻度”と“談話室に対して感じる（感じていた）印象”の変化を、

室内に設置したタイムラプスカメラの映像と学生に対するアンケー

トにより調査し、デザインの重要性を確認する。また、それらを用い

た安全・安心への貢献を検討する。 

以下に本報告書の構成を示す。2節では本企画の一年間の活動の進

捗記録、3 節では本年度の活動の方法、4 節ではタイムラプスカメラ

による観測結果・アンケート調査結果を示す。5節ではそれぞれの活

動結果から示唆されるものについて議論し、6 節で平成 27 年度の活

動結果の結論、今後の展望について述べる。 

 

 

 

 ２．活動記録 

 

－第 1回 

平成 27 年 7月 3日(金)16:00～18:00 

議題：活動予定、役割分担、経費の使用計画 

出席者：水木、今野、和田、石橋、シジュン、ニジャリン、ソリョウ 

内容：今後の活動予定を相談し、必要な役職の設定と担当者の決定を

行った。また経費の使用金額と用途についても話し合った。 

 全体まとめ・進行：◎水木 

 空間レイアウト変更班：◎今野、石橋（議事録兼）、ニジャリン 

 アンケート調査班：◎和田、ソリョウ、カシン 

 動画・画像管理班：◎水木 

 先行研究・学外活動調査班：◎シジュン、ニジャリン、小林 

（◎は班長を意味する） 
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－第 2回 

平成 27 年 7月 31 日(金)16:00～18:30 

議題；アンケートの内容、レイアウト変更について、カメラ設置につ

いて 

出席者：水木、小林、和田、石橋、杉安助教（アドバイザー） 

内容：各班の今後の方針について話し合った。 

 アンケートは 1 枚にまとめ、日本語版と英語版を製作すること

を決定した。 

 空間レイアウト班は現状の問題点と改善方法を議論した。 

 画像処理版はカメラの設置位置と事前連絡を行うことを決めた。 

 

 

－第 3回 

平成 27 年 8月 11 日(火)16:00～18:00 

議題：画像処理のテスト結果について 

出席者：水木、今野、小林、石橋、杉安助教（アドバイザー） 

内容：各班の結果報告および先行研究をベースに勉強会を実施した。 

 画像処理については撮影間隔・角度ともに問題ないことが報告さ

れた。 

 空間レイアウトは変更のコンセプトを議論し、次回までに第 1案

を用意することが決定された。 

 アンケート班からは A3 で 1 枚にまとめたことと 9月前半にアン

ケートを実施することが報告された。 

 先行研究班からは物の材質・色・感覚によって人の心理や行動に

影響があることについて説明があった。 

 

－第 4回 

平成 27 年 9月 18 日(金)16:00～18:00 

議題：アンケートの集計結果、空間レイアウト第 1案、画像処理につ

いて 
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談話室内の空間デザインを変更することにより生じる、“談話室設備

利用頻度”と“談話室に対して感じる（感じていた）印象”の変化を、

室内に設置したタイムラプスカメラの映像と学生に対するアンケー

トにより調査し、デザインの重要性を確認する。また、それらを用い

た安全・安心への貢献を検討する。 

以下に本報告書の構成を示す。2節では本企画の一年間の活動の進

捗記録、3 節では本年度の活動の方法、4 節ではタイムラプスカメラ

による観測結果・アンケート調査結果を示す。5節ではそれぞれの活

動結果から示唆されるものについて議論し、6 節で平成 27 年度の活

動結果の結論、今後の展望について述べる。 

 

 

 

 ２．活動記録 

 

－第 1回 

平成 27 年 7月 3日(金)16:00～18:00 

議題：活動予定、役割分担、経費の使用計画 

出席者：水木、今野、和田、石橋、シジュン、ニジャリン、ソリョウ 

内容：今後の活動予定を相談し、必要な役職の設定と担当者の決定を

行った。また経費の使用金額と用途についても話し合った。 

 全体まとめ・進行：◎水木 

 空間レイアウト変更班：◎今野、石橋（議事録兼）、ニジャリン 

 アンケート調査班：◎和田、ソリョウ、カシン 

 動画・画像管理班：◎水木 

 先行研究・学外活動調査班：◎シジュン、ニジャリン、小林 

（◎は班長を意味する） 
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－第 2回 

平成 27 年 7月 31 日(金)16:00～18:30 

議題；アンケートの内容、レイアウト変更について、カメラ設置につ

いて 

出席者：水木、小林、和田、石橋、杉安助教（アドバイザー） 

内容：各班の今後の方針について話し合った。 

 アンケートは 1 枚にまとめ、日本語版と英語版を製作すること

を決定した。 

 空間レイアウト班は現状の問題点と改善方法を議論した。 

 画像処理版はカメラの設置位置と事前連絡を行うことを決めた。 

 

 

－第 3回 

平成 27 年 8月 11 日(火)16:00～18:00 

議題：画像処理のテスト結果について 

出席者：水木、今野、小林、石橋、杉安助教（アドバイザー） 

内容：各班の結果報告および先行研究をベースに勉強会を実施した。 

 画像処理については撮影間隔・角度ともに問題ないことが報告さ

れた。 

 空間レイアウトは変更のコンセプトを議論し、次回までに第 1案

を用意することが決定された。 

 アンケート班からは A3 で 1 枚にまとめたことと 9月前半にアン

ケートを実施することが報告された。 

 先行研究班からは物の材質・色・感覚によって人の心理や行動に

影響があることについて説明があった。 

 

－第 4回 

平成 27 年 9月 18 日(金)16:00～18:00 

議題：アンケートの集計結果、空間レイアウト第 1案、画像処理につ

いて 
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出席者：水木、今野、ソリョウ、ニジャリン、石橋、杉安助教（アド

バイザー） 

内容： 

 アンケート班からアンケート結果が報告された。1集団が利用し

ていると他の利用者が使いにくいという不満点が抽出された。 

 レイアウト班からはレイアウト第 1 案の草案が説明された。ミ

ーティングスペースを分割することで複数のミーティングがし

やすくなるような変更が提案された。詳細を議論し、案を決定し

た。 

 画像処理班からは人が写っていない画像を取り除くプログラム

を作成中であることが報告された。 

 

－第 5回 

平成 27 年 10 月 20 日(火)16:00～18:00 

議題：画像処理結果について、第 2回アンケートについて、空間レイ

アウト第 2案について、経費の利用方法 

出席者：水木、和田、ソリョウ、カシン、シジュン、石橋、杉安助教

（アドバイザー） 

内容： 

 画像処理版から画像解析の結果が報告された。ミーティングとし

ての利用が主であった。 

 アンケート班から第 2 回のアンケート調査について説明があっ

た。詳細について全体で議論し内容を確定した。 

 空間レイアウト班はレイアウト第 2 案の検討を行うことを決定

した。 

 経費の使用用途について、全体で議論した。 

 

－第 6回 

平成 27 年 11 月 11 日(水)16:00～18:00 

議題：空間レイアウト第 2案について、経費の利用方法 
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出席者：水木、和田、小林、今野、石橋、杉安助教（アドバイザー） 

内容： 

 空間レイアウト第 2 案について、変更にあたり問題があったた

め再度全体で会議を実施した。その結果、大モニタの位置により

ミーティングの実施場所に変化があるかを見る方向性になった。 

 経費の使用用途についてより具体的に議論を行った。結果他大学

（主に京都、同志社）のラーニングコモンズスペースを見学しに

行くことを決めた。 

 

－第 7回 

平成 27 年 11 月 20 日(金)18:00～ 

議題：京都出張について 

出席者：水木、和田、ソリョウ、カシン、シジュン、ニジャリン 

内容：京都への出張についてより具体的な検討を行った。 

 

－第 8回 

平成 27 年 12 月 21 日(月)16:00～ 

議題：報告書について 

出席者：水木、今野、和田、カシン、ソリョウ、杉安助教（アドバイ

ザー） 

内容：1月に提出する報告書について各自の役割分担を決めた。基本

的にはこの企画で各々が主として努めてきた役割に準じる形になっ

た。 
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出席者：水木、今野、ソリョウ、ニジャリン、石橋、杉安助教（アド

バイザー） 

内容： 

 アンケート班からアンケート結果が報告された。1集団が利用し

ていると他の利用者が使いにくいという不満点が抽出された。 

 レイアウト班からはレイアウト第 1 案の草案が説明された。ミ

ーティングスペースを分割することで複数のミーティングがし

やすくなるような変更が提案された。詳細を議論し、案を決定し

た。 

 画像処理班からは人が写っていない画像を取り除くプログラム

を作成中であることが報告された。 

 

－第 5回 

平成 27 年 10 月 20 日(火)16:00～18:00 

議題：画像処理結果について、第 2回アンケートについて、空間レイ

アウト第 2案について、経費の利用方法 

出席者：水木、和田、ソリョウ、カシン、シジュン、石橋、杉安助教

（アドバイザー） 

内容： 

 画像処理版から画像解析の結果が報告された。ミーティングとし

ての利用が主であった。 

 アンケート班から第 2 回のアンケート調査について説明があっ

た。詳細について全体で議論し内容を確定した。 

 空間レイアウト班はレイアウト第 2 案の検討を行うことを決定

した。 

 経費の使用用途について、全体で議論した。 

 

－第 6回 

平成 27 年 11 月 11 日(水)16:00～18:00 

議題：空間レイアウト第 2案について、経費の利用方法 
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出席者：水木、和田、小林、今野、石橋、杉安助教（アドバイザー） 

内容： 

 空間レイアウト第 2 案について、変更にあたり問題があったた

め再度全体で会議を実施した。その結果、大モニタの位置により

ミーティングの実施場所に変化があるかを見る方向性になった。 

 経費の使用用途についてより具体的に議論を行った。結果他大学

（主に京都、同志社）のラーニングコモンズスペースを見学しに

行くことを決めた。 

 

－第 7回 

平成 27 年 11 月 20 日(金)18:00～ 

議題：京都出張について 

出席者：水木、和田、ソリョウ、カシン、シジュン、ニジャリン 

内容：京都への出張についてより具体的な検討を行った。 

 

－第 8回 

平成 27 年 12 月 21 日(月)16:00～ 

議題：報告書について 

出席者：水木、今野、和田、カシン、ソリョウ、杉安助教（アドバイ

ザー） 

内容：1月に提出する報告書について各自の役割分担を決めた。基本

的にはこの企画で各々が主として努めてきた役割に準じる形になっ

た。 
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 ３．活動方法 

 

３．１ 空間デザイン変更 

 設備配置等、空間デザインの変化が利用者にどのような影響を及ぼ

すか明らかにするために、リーディング談話室内の設備を対象とした

レイアウト変更を行った。レイアウト変更は計 2回行い、初期状態を

「デザインパターン A」，1回目の変更後の状態を「デザインパターン

B」、2 回目の変更後の状態を「デザインパターン C」と定義した。各

デザインパターンの設備配置を、図４-A,B,C に示す。また、各設備の

写真を図５-A,B,C,D に示す。設備のレイアウト変更は，それぞれ平成

27 年の 10 月 1 日、11 月 6 日に行い，その後２−３週間、利用者の行

動把握のためにタイムラプスカメラによる撮影を行った。撮影期間中

に利用者による配置変更があった場合には，利用者の行動の一つとし

て捉え、レイアウトを戻すことはしなかった。 

第 1 回のレイアウト変更(デザインパターン A→B)の変更意図とし

ては、「談話室の利便性の向上」と「生じ得る変化の度合いを見積も

る事」を念頭に置き、現状の談話室の問題点を提起し、その解決を目

的とした。問題点の詳細については 5節において後述する。 

第 2 回のレイアウト変更(デザインパターン B→C)の変更意図とし

ては、「設備配置が利用者の行動に及ぼす影響」を明らかにすること

を目的として，第 1回レイアウト変更時の観察データから見られた利

用者の行動の偏りの存在を検証するための配置とした。詳細について

は、5節で述べる。 

 

 
14 

 

図４-A: デザインパターン A 

 
図４-B：デザインパターン B 



237

 
13 

 ３．活動方法 
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 設備配置等、空間デザインの変化が利用者にどのような影響を及ぼ

すか明らかにするために、リーディング談話室内の設備を対象とした

レイアウト変更を行った。レイアウト変更は計 2回行い、初期状態を

「デザインパターン A」，1回目の変更後の状態を「デザインパターン

B」、2 回目の変更後の状態を「デザインパターン C」と定義した。各

デザインパターンの設備配置を、図４-A,B,C に示す。また、各設備の
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動把握のためにタイムラプスカメラによる撮影を行った。撮影期間中

に利用者による配置変更があった場合には，利用者の行動の一つとし

て捉え、レイアウトを戻すことはしなかった。 

第 1 回のレイアウト変更(デザインパターン A→B)の変更意図とし

ては、「談話室の利便性の向上」と「生じ得る変化の度合いを見積も

る事」を念頭に置き、現状の談話室の問題点を提起し、その解決を目

的とした。問題点の詳細については 5節において後述する。 

第 2 回のレイアウト変更(デザインパターン B→C)の変更意図とし

ては、「設備配置が利用者の行動に及ぼす影響」を明らかにすること

を目的として，第 1回レイアウト変更時の観察データから見られた利

用者の行動の偏りの存在を検証するための配置とした。詳細について

は、5節で述べる。 
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図４-A: デザインパターン A 

 
図４-B：デザインパターン B 
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図４-C：デザインパターン C 
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図５-A：モニタ(大) 

 

 
図５-B：モニタ(ネット) 
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図４-C：デザインパターン C 
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図５-A：モニタ(大) 

 

 
図５-B：モニタ(ネット) 

 

 

 



240

 
17 

 
図５-C：ホワイトボード 

 

 
図５-D：ホワイトボード(スキャナ付) 
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３．２ 観察データ 

 観察には Brinno 社の“タイムラプスカメラ TLC200Pro”を使用し

た。当装置の主な仕様および撮影条件を表２に示す。リーディング談

話室入り口左手の配電盤上部にカメラを設置し、１分間隔で空間デザ

イン変更毎に２－３週間の間撮影を行った。また、これらの撮影の際

にはあらかじめ談話室利用者にメール、または定例全体会議を利用し

て口頭で許可を得た。 
 

表２：装置仕様および撮影条件 

画素数 1.3 MPixel 
焦点距離 F = 3.0 mm 

F 値 2.0 
レンズ（対角） 112 度 

撮影間隔 1 分 
 

TLC200Pro は撮影した画像をつなげて.avi 形式でファイルを出力

する。Avi2jpg７）のようなフリーソフトを用いて取得した動画を画像

に分割可能であるが、動画の状態でも十分に情報を取得することが可

能であるため、画像を分割せずに動画の状態のまま下記情報の抽出を

行った。 
 動画からは談話室利用者の利用場所・人数を抽出し、エクセルシー

トに記録した。談話室を①テーブル A、②テーブル B、③ボックス席

A、④ボックス席 B、⑤ボックス席 B、⑥長机、⑦その他、の計７箇

所に分割した。また利用目的は記録者の主観に依存することが推測さ

れたため、記録する際に①ミーティング、②自主学習、③休憩（ラン

チ等も含む）、④雑用の４つに大別した。 
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図５-C：ホワイトボード 

 

 
図５-D：ホワイトボード(スキャナ付) 
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３．２ 観察データ 

 観察には Brinno 社の“タイムラプスカメラ TLC200Pro”を使用し

た。当装置の主な仕様および撮影条件を表２に示す。リーディング談
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て口頭で許可を得た。 
 

表２：装置仕様および撮影条件 

画素数 1.3 MPixel 
焦点距離 F = 3.0 mm 

F 値 2.0 
レンズ（対角） 112 度 

撮影間隔 1 分 
 

TLC200Pro は撮影した画像をつなげて.avi 形式でファイルを出力

する。Avi2jpg７）のようなフリーソフトを用いて取得した動画を画像

に分割可能であるが、動画の状態でも十分に情報を取得することが可

能であるため、画像を分割せずに動画の状態のまま下記情報の抽出を

行った。 
 動画からは談話室利用者の利用場所・人数を抽出し、エクセルシー

トに記録した。談話室を①テーブル A、②テーブル B、③ボックス席

A、④ボックス席 B、⑤ボックス席 B、⑥長机、⑦その他、の計７箇

所に分割した。また利用目的は記録者の主観に依存することが推測さ

れたため、記録する際に①ミーティング、②自主学習、③休憩（ラン

チ等も含む）、④雑用の４つに大別した。 
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３．３ アンケート 

 空間デザインの変化がその空間を利用する人間の主観的な認識に

与える影響を調べるため、アンケート調査を行った。アンケートはレ

イアウト変更前と変更後、9月 3日から 9月 10 日までと 11 月 9日か

ら 11 月 12 日までの期間で合わせて２回実施した。それぞれのアンケ

ートの目的と設問の特徴について説明する。また本リーディングプロ

グラムには外国籍の学生が多く在籍しているため、アンケートは日本

語および英語で作成した。 

 1 回目のアンケートは空間デザインの変化が利用者に対してどの

ような認識や印象の変化を与えるかについて調査・検討するための事

前調査を目的として行った。ある空間を利用する人の主観的な認識や

印象の変化を追跡して評価・検討するためには、空間のデザインを変

化させる前の情報として事前に利用者に関する基礎的な情報、および

利用者が現在どのような認識・印象を抱いているかについて情報を得

る必要があると考えられるため、アンケートを付録に示すように設計

した。 

利用者に関する基礎的な情報としては、匿名性を保つために個人の

特定を避けるために名前などの項目を設けない一方、利用背景に関す

る情報をより多く得るため比較的多くの質問項目を設けた。具体的に

は男女間の利用者の差を調べるために性別、学年により研究の忙しさ

が異なり利用状況に差がみられる可能性があるため学年、リーディン

グ大学院への入学年度によりリーディング大学院の授業内容が異な

り利用状況に差がみられると考え入学年度、談話室からの距離と利用

状況には相関があると考え所在キャンパスの場所、同様に移動手段を

使用者の情報として収集した。利用状況についての設問では、認知度、

利用目的、人数、頻度、時間、場所について調査した。 

また、個人が現状として抱いている印象・認識について情報を得る

ため、満足度や不満に関する質問項目を設けた。各質問においては事

前調査の段階でより広い情報について検討していくために自由記述

欄を比較的多く設けるものとした。具体的には談話室設備に関する満
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足度への 5段階評価、設備に対する不満の理由、設備への希望、改善

点などについて、それぞれ自由記述を含めた質問項目を設けた。 

 最後に２回目のアンケートの目的および特徴について説明する。２

回目のアンケートにおいては空間デザインが利用者の印象・認識に与

えた変化を観察することを目的としている。そのため１回目と同様の

質問項目を設け変化の追跡を計画している一方、アンケート項目を減

少させることでよりひとつひとつの項目への記述量が増えることを

期待し、効果的な調査結果が見込めない項目に関しては削除した。例

として、１回目のアンケートにおいて設けていた所属するキャンパス

の所在地を問う質問に関しては、回答結果を利用頻度と比較すること

でその利用状況について検討する予定であったが、質問をキャンパス

から談話室までの所要時間を問うものに変えることで利用状況との

比較をより詳細に行うこととした。 

また、１回目のアンケート結果で使用目的にミーティングと答えた

院生が多かった。リーディング大学院生は自主企画に参加している学

生が多いため、ミーティングとは自主企画を指しているのではないか

と考え２回目のアンケートにおいては自主企画の参加度合に関する

質問を設置した。他には今後の談話室の利用目的についての質問を設

けた。２回目のアンケートも同様に付録に示す。 

 なお、それぞれのアンケートにおいて利用場所を尋ねる項目では、

直感的に記述できるよう、空間全体の配置図の上に利用状況に応じて

記号を配置する形式をとった。詳しくは付録の実際のアンケートを参

照されたい。アンケートはグローバル安全学トップリーダー育成プロ

グラム所属のリーディング大学院生を対象とし、メーリングリストを

用いて全員に配布した。更に回収率を高めるために、メール未回答者

には直接手渡しで配布した。 
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 ４．結果 

４．１ 観察データ 

各空間デザイン時における利用場所・利用人数を図６に示す。尚、

ここでは各デザインパターンを前節と同様に定義している。各デザイ

ンパターンの映像データ取得期間は次の通りである。 

 

 デザインパターン A（平成 27 年 8月 18 日-9 月 3 日取得） 

 デザインパターン B（平成 27 年 10 月 1日-10 月 20 日取得） 

 デザインパターン C（平成 27 年 11 月 6日-12 月 2 日取得） 

 

談話室は空間デザインに依らず、少人数による利用が“頻度としては

最も多い”という結果が得られた。一方で、使用箇所は空間デザイン

に大きく依存する結果が得られた。 
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図６-A：ビデオから取得した談話室利用人数分布 

 

図６-B：ビデオから取得した談話室設備の使用頻度分布 
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４．２ アンケート 

本自主企画では、平成 27 年に「デザインを用いた安全行動・心理

的安心の誘発―リーディング大学院談話室の使用状況についてアン

ケート調査―」（Independent Design Project Design a Plan to 
Induce the Behavioral and Psychological Reassurance — A 
questionnaire survey about the utilize of conversation room of 
Leading Program—）を２回実施した。 
 実施の対象となる学生は、東北大学リーディング大学院グローバス

安全学トップリーダー育成プログラムに在籍している１期生から３

期生までの大学院生で、調査表を配布した。外国人学生に対して、英

語版の調査表を配布した。調査の第１回目は 31 人、第２回目は 58 人

から有効回答を得ることができた。 
 アンケート調査のデータについて、その概要を以下の図８に示す。

 
図８-A: 部屋変更前の施設利用状況 
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図７-A：設備配置とビデオ撮影による利用者調査の対応 

(デザインパターン A) 

 
図７-B：設備配置とビデオ撮影による利用者調査の対応 

(デザインパターン Bおよび C) 
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図８-B: 部屋変更前の施設利用状況 

 
続いて、第２回目のアンケートは前回の回答に応じて、リーディン

グ大学院の談話室の設備の位置を変更し、調査の内容も改善して実施

した。その解答の概要を図９にまとめて示す。 

 
      図９: 部屋変更後の施設利用状況 
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また、二つの調査の比較をより明確に表現するために、各設備の使

用頻度をレイアウト変更前後の談話室の空間配置図上でまとめて図

１０に示す。 

 
図１０-A：第１回目の調査結果 

 
図１０-B：第 2回目の調査結果 
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 ５．議論 

 

５．１ 空間デザイン変更により生じた影響 

５．１．１ 第 1 回レイアウト変更(デザインパターン A→B) 

【概要】 

第 1 回のレイアウト変更(デザインパターン A→B)の変更意図とし

ては、「談話室の利便性の向上」を念頭に置き、現状の談話室の問題

点を提起し、その解決を目的とした。現状の談話室の問題点としては、

本企画内の議論および、第 1回アンケート調査の結果から以下のよう

に抽出した。 

 

(1)仕切りが無い 

⇒オープンスペースであるために、先にミーティングが行われている

場合、新しく入室してきた人が活動をしづらい。机等が置かれるミー

ティングエリアは仕切りのない単一空間となっている為に、複数のグ

ループが同時に利用しづらい。 

 

(2)無駄なスペースが多い 

⇒モニタやホワイトボードの配置によって、デッドスペースが出来て

おり、特に壁のホワイトボードは全く使われていない状況となってい

る。 

 

(3)魅力的な付加価値が少ない 

⇒スペースが大きい割に、本棚やリラックススペース等の「談話」で

きるような要素が少ない。 

 

以上の問題点から、第 1回レイアウト変更においては、現状の設備

配置を変更するだけで上記問題解決に寄与できると考えられる、(1)・

 
28 

(2)の問題に着目した。 

デザインパターン A から B への主な変更内容としては、「無駄なス

ペースの排除」と「空間の分割」である。 

「無駄なスペースの排除」としては、壁際に寄っているホワイトボ

ードやモニタ等の設備配置を談話室中央に移動し、壁面・壁面付近の

空間の利用がし易いようにすると共に、ホワイトボードやモニタを空

間の仕切りとして利用した。 

「空間の分割」としては、グループミーティングの際に利用率の高

い「長机(long table)」を談話室端に寄せ、プレゼンテーション表示

用として利用率の高い「モニタ大」・「ホワイトボード(スキャナ付)」

を仕切りに用いて独立したミーティングスペースを設け、談話スペー

スとの分割を行った。 

 

【結果の考察】 

ビデオ撮影・アンケート調査結果から第 2回レイアウト変更により

生じた影響を調査した。結果として、利用人数や頻度に大きな変化は

見られなかったが、利用者の満足度に関しては変化が見られた。 

第 2回アンケート調査の結果から、第 1回レイアウト変更後の談話

室内の環境について、「ミーティングスペースが区切られたことで、

空間にメリハリが生まれた」・「ミーティングスペースを他のグループ

が使っていても、仕切られているので気にならなくなった」といった

意見が多く見られた。この結果は、第 1回レイアウト変更での目的と

していた「空間の分割による遮蔽性の向上」が達成されたものと考え

られる。その一方で、「コモンスペースとしての機能の低下」や「空

間が仕切られることで狭く感じるようになった」といったネガティブ

な指摘も少数ながらあった。 

以上の結果から、利用用途に応じて空間を仕切ることは、室内のプ

ライバシー性能向上、多グループの同時利用の増加をもたらす可能性

が示唆された。しかし、コモンスペースとしての本来の目的から若干

外れることや、仕切りによる閉塞感など、改善すべき点もいくつか見

られた。 
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(2)の問題に着目した。 
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５．１．２ 第 2 回レイアウト変更(デザインパターン B→C) 

【概要】 

第 2 回のレイアウト変更(デザインパターン B→C)の変更意図とし

ては、「設備配置が利用者の行動に及ぼす影響」を明らかにすること

を目的として、第 1回レイアウト変更時の観察データから見られた利

用者の行動起点の存在を検証する。 

第 1 回レイアウト変更においては、図６-B に見られるように、利

用者の利用場所の偏りに若干の変化が現れた。特に、Table 1、Table 

2 の間での変化が顕著である。一方で Long Table の利用率が平均的

に高いことも特徴的である。また、場所以外にも設備の利用にも差が

見られた。例えば、デザインパターン A、B 時に撮影したビデオ映像

から、特によく利用されていると見受けられる設備として、モニタ

(大)が挙げられた。その一方でモニタ(大)が近くにある long table

の利用率も併せて高くなっていた。この利用率の高さが、「場所(居心

地)」によるものなのか、「機能」によるものなのかは定かではない。

このような、人の行動の起点が「場所」によるものなのか、「機能」

によるものなのかという議論は、様々な空間レイアウトを考える際に

非常に重要な点である。そこで、第 2 回レイアウト変更においては、

場所ごとの利用率の差の理由、つまり利用者がそこを利用しようと思

う要因について調査するべく、設備のみの配置変更を行った。 

上述したように、デザインパターン A、B時においては、モニタ(大)

の利用率が高かった。そこで、モニタ(大)をデザインパターン Bで利

用率の低かった Table 2 の場所に配置した。また、long table 近く

に設置されていたモニタ(ネット)については撤去し、long table エ

リアにおけるプレゼンテーション機能を無くした。これら 2つの設備

変更により、人の行動の起点について比較調査を行った。 

 

【結果の考察】 

ビデオ撮影調査結果から第 2 回レイアウト変更により生じた影響

を調査した。結果として、第 1 回レイアウト変更と同様に図６-A に
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示す利用人数や頻度に大きな変化は見られなかった。しかし，図６-

B に示す利用者の利用場所については大きな変化が見られた。 

デザインパターン Bの際には、Table 1 の利用率が高く、Table 2

の利用率が低かった。しかし、デザインパターン Cにおいては、図６

-B にもあるように Table 2 の利用率が高く、Table 1 の利用率が低い

という、デザインパターン Bとは全く逆の結果となった。その要因と

しては、第 2回レイアウト変更の際にモニタ(大)を Table 2 付近に設

置したことが考えられ、「機能」が人の行動の起点となっている可能

性が示唆された。一方で、プレゼンテーションを行う場所としての機

能を排除した long table についても、これまで同様に平均的に高い

利用率であった。この要因としては、long table や壁面ホワイトボ

ードの「機能」に起因して利用率が高かったものとも考えられるが、

人の動きが少ない部屋の端であるという「場所(居心地)」が要因とも

考えられる。この点については、今後のアンケート調査やさらなる配

置変更によって明らかにしていきたい。 

以上の結果から、人の行動は「機能」に強く影響される可能性が示

唆された。その一方で、第 1回レイアウト変更時のアンケート結果か

らも見られたように、遮蔽性といった「場所(居心地)」を求める意見

も多くあったことから、「場所」も「機能」と同様に人の行動起因と

なるという結果が見られた。 

 

５．２ アンケート調査から得られる傾向 

 今回の企画は、２回のアンケート調査を行った。それぞれのアンケ

ートには、「空間デザイン」についてリーディング大学院生の回答を

求めた。これから、このデータに基づく２回アンケートの変化や傾向

について詳しく述べる。なお、解答データは付録にまとめてある。 

 まずは、使用目的について明らかに変化が起こった。第１回目の調

査では、使用目的を「雑談」、「ミーティング」、「食事」、「休憩」、「自

主学習」と４つに分類して調査を行った。回収した答えを見ると、「ミ

ーティング」のほう（21 回答）がより多く選択されことが分かった。
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それに対して、１回目のアンケートから意見をまとめた部屋空間を再

びデザインした２回目のアンケート調査結果では、「談話室でミーテ

ィングを開催した」と答えた人が一番多かった。しかも、前回より増

えた（29 回答）。この結果では、談話室はミーティングに相応しい場

所と言えるのだろう。もう一つの使用目的の変化は、「休憩」や「自

主学習」などの利用者が増加したことである。部屋の空間デザインが

変化した後、グループだけではなく、談話室を利用する個人が増えて

いた。 

 次は利用の頻度である。第１回目のアンケート結果では、利用者の

回答では「１ヶ月１回利用する」と答えた人（13 回答）が多かった。

そして部屋空間デザイン後の２回目のアンケート調査結果では、「１

ヶ月１回」と答える人（16 回答）がまだ多いが、「１ヶ月 2～3回」と

答える人（12 回答）は前回の「１ヶ月数回」と答えた人（2回答）よ

り大きく上昇した。また、「１ヶ月４回以上」と回答した人（10 人）

は少数と言えない。 

 そして、「自主企画の参加頻度」についての回答者の選択である。

１回目の調査に関連質問がないため、比較はできない。しかし、単

なる「１ヶ月１回」（12 回答）や「１ヶ月 2～3回」（13 回答）から

見ると、リーディング大学院生が自主企画に活用していることが分

かった。そして、ミーティング・作業・打ち合わせなどを行う必要

がある時、談話室をよく使うのではないか。 

 最後に設備の利用状況について、図１０-A と図１０-B を合わせて

見ると、ソファ以外の壁寄りの設備の利用率は低い。それに対し

て、長机の利用率が高い。しかし、モニタはあまり利用されない。

四角机が移動される前には利用されていたが、移動後、すこし利用

率が減ったように見えた。 

 以上はデータから得られる傾向である。これは本リーディング大

学院生から得られたものであるため、ある程度本リーディング大学

院生の選好や談話室についての考えを反映している。 
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 ６．結論と展望 

本企画の最終的な目的は、デザインを用いて安全・安心へ以下の二

つの方策で貢献することである。一つ目は、災害時の避難行動等にお

いて適切な行動を誘導するような“安全デザイン”の構築である。二

つ目は、日常時に安全を意識しつつ必要以上にストレスを感じない

“安心デザイン”を見出すことである。本報告書に記載する平成 27

年度の活動では、“空間デザインの変更と、それにより生じ得る人の

行動変化”の観測を主な活動とした。観測対象はリーディング談話室

におけるリーディング大学院生である。観察にはタイムラプスカメラ

を用いた。また、デザイン変更が観察対象者に与える心理的変化を調

査するため、アンケート調査も併せて行った。 

タイムラプスカメラを用いた観測により、少なくともリーディング

談話室内においては、空間デザインは利用者の設備利用箇所を変動さ

せ得ることを確認できた。これは空間デザインにより人を誘導できる

ことを示唆しており、避難中の避難経路、避難所における設備を適切

に設定することにより、安全行動を誘導し得るだろう。また、観察と

併せて行ったアンケート調査は、観察により得られた結果を検証する

だけでなく、利用者の空間デザイン変化により生じる印象の変化を調

査することを可能にした。本活動のアンケート調査により得られた図

８-A,B には、部屋の入り口から遠ざかるほど利用頻度が増加する傾

向を見ることができる。これは、第 1回のアンケート時に得られたコ

メントにある“プライバシー”を重用視した結果と考えられる。空間

デザインは、避難所等の限られた空間でも設備設定箇所を適切に行う

事により、プライバシーを保持し、よりリラックスした普段に近い生

活を送ることを可能とするだろう。本活動を通じて得られた知見は、

今後のデザインによる安全・安心への貢献の一助となるだろう。 
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今後のデザインによる安全・安心への貢献の一助となるだろう。 
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第７章 

Morning English Meeting  

to be a Global Safety Leader 

 
 

渡部花奈子(1) 

久松 明史(2) 

長谷川 翔(3) 

和田 久佳(1) 

Liu Diyi (1) 

大柳 良介(4) 

小桧山朝華(3) 

齊藤  雅典(5) 

 

(1) 東北大学工学研究科   博士課程前期 2年 

(2) 東北大学工学研究科   博士課程後期 1年 

(3) 東北大学工学研究科   博士課程後期 2年 

(4) 東北大学環境科学研究科 博士課程後期 2年 

(5) 東北大学理学研究科   博士課程後期 2年 

 

  

 
2 

 要約 

 本企画では、「Global」、「Safety」、そして「Leader」の３つの能力

に着目し、グローバル安全学トップリーダー人材の育成を目的とした

様々な活動を行った。本自主企画活動は、平日朝の 1時間を利用して

行い、勉強会やグループワークなど、上記３項目に関連する活動を全

て英語で行った。 

 「Global」の項目では、英語での基礎的なコミュニケーション能力

の向上のため、Vocabulary、Grammar、Pronunciation、Voice Volume、 

Talking Speed に焦点を当て、グループでのディスカッションやスピ

ーチ等の活動を行った。また、「Safety」では、日本のみならず海外

における防災の知識を深めるため、仙台防災枠組 “Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction 2015-2030”の翻訳作業を行った。他

にも、リーディング大学院内の自主企画活動である「小・中学生と留

学生を対象とする総合的防災学習の新教材の開発とアンケートによ

る効果測定」と共同で活動を行い、防災・減災に関する知識を深めた。

さらに、「Leader」としての能力、責任感を育成するため、全ての自

主企画活動では、Facilitator 制度を設けた。その日の活動のリーダ

ーとなる Facilitator をメンバーが持ち回りで担当することで、英語

でのリーダーシップ能力の向上も図った。 
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 １．活動概要 

１．１ 企画背景 

グローバル安全学トップリーダー育成プログラムでは、自然災害を

中心とした様々なリスクに対して、安全安心を「知る」、「創る」、そ

して安全安心に「生きる」ことに貢献できるグローバル安全学トップ

リーダー人材を育成することを目的としている。 

我々はこの目的の達成のために「Global」、「Safety」、そして「Leader」

について、以下の要素に注目した。まず、「Global」であるためには、

世界で二番目に使用人口が多く、54 か国（21 億人）が公用語または

準公用語等としている英語（文部科学省、オンライン）を用いたコミ

ュニケーション能力を高めることである。また、「Global Safety」を

考えるために、俯瞰的に世界の安全に対する傾向を知ること。そして、

「Leader」としての能力を高めるために、グループでの活動を通した

成功・失敗の経験を得ることである。 

 

１．２ 企画目的 

 本企画では、平日の朝の時間を活用した英語での様々なグループ活

動を通して、参加メンバーの「英語コミュニケーション能力」と「国

際防災を知り、整理する能力」そして、「リーダー経験を通したリー

ダーシップ能力」の向上を目的とする。 

 

１．３ 企画の特色 

 平日朝 7:30 から 8:30 の時間を活用し、継続的に英語学習を行うこ

とで、一か月に 20 時間以上の学習時間を確保することが可能である。 

英語コミュニケーション能力の向上を目的とした様々な活動を通

して、グローバル安全学の研究とリーダーシップ能力の向上を図る。 

また、参加メンバーは様々な学問を専攻しており、異分野交流が可能

である。さらに、留学生が参加しているため、国際交流が可能である。 
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１．４ 本報告書の構成 

 本報告書では、本企画の今年度の活動内容について報告する。 

 まず、報告内容を「Global」、「Safety」、「Leader」の 3節に分類し、

各能力の向上のために行った活動を詳細に述べる。 

 

 ２．Global：英語コミュニケーション能力 

活動するにあたり、まずグループメンバー内で英語コミュニケーシ

ョン能力の向上という目標達成のために必要な要素が何なのかを話

し合って決めた。議論の結果、英語を話す力を重点的に伸ばすために

は Vocabulary, Grammar, Pronunciation, Voice Volume, Talking 

Speed の 5 つの力を伸ばしてく必要があると考えた。そこで、本自主

企画活動では上記 5 つの力を向上させるための様々な活動を行った。

以下に、その詳細を示す。 

 

２．１ フリートーク 

 瞬間的に英文を作り、アウトプットできる力をつけるために、ほぼ

毎回の活動内でフリートークを行った。 

 まず、英語で円滑に会話するためには、話し手は上記に挙げた 5つ

の要素について最低限の能力が必要である。日常的に、様々な話題に

ついて自由に会話することで、各項目のレベルアップが可能であると

考えた。更にフリートークでは話し手と聞き手に分かれるため、相手

の話した英語の Grammar や Pronunciation についてその正誤を指摘

することができ、グループ内で互いにコミュニケーション能力の向上

が期待できる。 

 次に手順について記述する。フリートークは多くの場合、質問と返

答の繰り返しによって構成される。まず、メンバーの誰かに質問をし、

質問をされたメンバーは話し手になって話をする。聞き手は場合によ

っては相槌を挟む。議題については固定せず、その質問に対して瞬間
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的に返答する力の向上を目指した。 

 フリートークを行ってみてのグループメンバーのコメントを以下

に示す。 

 

久松： 

リアルタイムで文章を考える必要があるため、文章を読んだり、英語

を聞いたりするよりも頭を活発にすることが出来た。そのため何かの

活動を行う前にフリートークを行うと、効率が上がったという実感が

ある。 

 

和田： 

フリートークを続けることで、お互いのことについてよく知ることが

出来、今後の活動を円滑に進めることが出来たと感じる。一方で、あ

る程度の基礎的な英語力を持ってないと間違った文法や発音が直ら

ないままフリートークを行うことになってしまう。定期的に発音と文

法を勉強し、確認し合いながら会話する必要がある。 

 

 上記のように総合的な英語コミュニケーション能力の向上を目的

としてフリートークを行った。結果として活動前のウォーミングアッ

プにフリートークが適していることが分かった。定期的な発音と文法

の勉強と組み合わせることでより効果的であると考えられる。 

 

２．２ 発音 

 英語の発音の向上を目的として教材『英語の発音が正しくなる本』

(ナツメ社、2008 年)を用いて発音練習を行った。大きく分けて、リス

ニング、シャドウイング、音節ごとの発音について学習した。 

 １つ目として、実際に英語を話す前に英語を聞いて発音の違いを理

解するためにリスニングを行った。日本人が聞き分けにくい単語を聞

き各単語の音の違いを耳で覚えて発音の練習をした。具体的には電子

辞書やインターネットのリスニング専用サイトを用いて“low” と
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“row”と “law”と “raw”や“very”と“berry”などの単語を聞

き分けた。 

 ２つ目に、単語ではなく会話の発音を向上させるために、シャドウ

イングを行った。シャドウイングの手順を説明する。シャドウイング

ではまず、英語の音声を通して聞く。次に一文ずつ流し、流れた英文

の発音を真似て繰り返す。そして通して流した音声に被せる様に音声

を真似る。更にスクリプトを見て読まれた英文を確認した上で、最後

にまた流した音声に被せる様に音声を真似る。シャドウイングを行う

ことで文全体のつながりを意識した発音を練習することが出来た。 

 ３つ目に“a”や“th”など、一つ一つの音の出し方を学ぶために

音節ごとの発音について学習した。英語には日本語などの言語に無い

音があるため、その音の出し方について、舌の位置や口の形、のどの

振るわせ方を学んだ。これにより、各単語の発音の仕方について理解

を深めることが出来た。 

 上記のように英語の発音の向上を目的としてリスニング、シャドウ

イング、音節ごとの発音について学習した。結果として単語の違い、

文章内の単語のつながり方、その音の発音の仕方を学ぶことが出来た。

今回は特に順番を考えずに発音の勉強をしたが、未知の音節は発音が

困難であるため、音節ごとの発音について学習してからリスニング、

シャドウイングの順に学習した方が効率的であったと考えられる。 

 

２．３ シンプルＱ＆Ａ 

ボイスボリュームの改善と英語に対する脳の活性化を目的とし、英

語での単純な質疑応答を行なった。本活動の手順について以下に記載

する。 

 

１. 参加者がそれぞれ部屋の壁際に移動し、可能な限り相互の距

離をあける。 

２. 参加者の中から１人出題者を決め、選出された出題者は質問

内容を考える。この時の質問内容は非常に簡単なもの（例え
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２. 参加者の中から１人出題者を決め、選出された出題者は質問

内容を考える。この時の質問内容は非常に簡単なもの（例え
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ば、今日の朝は何を食べたのか、昨日の夜は何時に寝たのか

等）とする。 

３. 出題者はその質問に回答して欲しい回答者を指差しながら、

参加者全員に聞こえるよう、大きな声で出題する。この時、

出題者が選出する回答者は、出題者の対角の位置にいる者か

ら選出するのが好ましい。 

４. 選出された回答者は同様に大きな声でその質問に回答する。 

５. 他の参加者はその質問内容に何らかのコメントがあれば、大

きな声で発言する。 

６. 回答とコメントの終了後、その回答者は出題者となり、次の

出題内容を考える。 

７. 手順３に戻り、以後、手順３から５を繰り返す。 

 

本活動には２つの特徴がある。一つ目は、参加メンバーそれぞれの

間に大きな距離が空けられていることである。距離が離れている分、

自身の言葉を相手に伝えるためには、必然的に大きな声を発する必要

がある。これによって、距離に応じたボイスボリュームの訓練および

その修得が望める。手順３において、出題者が自身の対角の位置に存

在する者を回答者として選ぶことを推奨しているのは、可能な限り距

離を取り、大きな声で会話を行うためである。 

二つ目は、短く簡単な質疑応答を繰り返すことである。これによっ

て、参加者の英語能力に差がある場合でも、全員一律に活動に参加す

ることが出来る。加えて、簡単ながら英語でのコミュニケーションを

行うため、英語に対する脳の活性化が望める。 

本活動は主に１時間の英語学習の内、序盤の１０から１５分を用い

て行われ、残りの時間は他のグループ活動を行った。本活動を行って

みてのグループメンバーのコメントを以下に示す。 

 

齊藤： 

英語で会話するときに、文法の正誤に捕らわれてしまい声の大きさを
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意識できない場合があるが、本活動を通し、大きな声で英語を話す意

識が強くなった。また、本活動は当初の目的であったボイスボリュー

ムの改善と英語に対する脳の活性化に十分な効果があると考える。 

 

２．４ 表現・フレーズの学習 

ボキャブラリーを増やすことを目的として、様々な英語の表現・フ

レーズの学習を行った。本企画ではこれらの学習のために、以下の活

動を行った。 

 

a) まず事前に様々な英語表現（例えば意見を求める疑問分

“What’s your opinion of … ?”や、それに対する回答

文”In my opinion、 …”等）が書かれた資料と議題の書か

れた紙を複数枚用意する。次に３から４名のグループに分か

れ、議題の書かれた紙を一枚選択し、その議題について議論

を行う。この時、前述した資料を参考にし、書かれた表現を

使用しながら議論をすすめる。 

b) いくつかのフレーズとその使用例が書かれた資料を用意する。

参加者同士でフレーズと使用例を声に出して読み上げた後、

それらフレーズを用いた文章を作成し、お互いにその文章の

共有と確認を行う。 

 

a)の活動により、日常会話や議論の場で必ず必要となる英語表現を

学ぶことが出来る。加えて、何らかの議論を行うことにより、英語表

現の実践的経験の場となる。これにより、効率的な英語表現の学習が

行える。b)では、英語表現に膨らみをもたせるフレーズの学習を行う。

ただ読み上げ知識として頭に入れるだけでなく、自身で文を構築する

ことで表現方法を学び、お互いに作成した文の共有を行うことで様々

な使用例を学習することが出来る。 
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２．５ 短文の英語訳 

正しい英語文法を習得することを目的として、短文の英語翻訳を行

った。本活動の活動内容を下記に記す。 

１. 教材『表現のための実践ロイヤル英文法』（旺文社、2011 年）

から短い英文を複数抜粋し、その英文と日本語訳を記した資

料を用意する。 

２. ３から４名のグループを作成し、その中の一名を出題者とし

て選出する。 

３. 出題者は上記の資料の中から１つの日本語訳を選出し、読み

上げる。 

４. それぞれのグループメンバーはその日本語訳に適する英文を

１分以内に手元のホワイトボードに書き上げる。 

５. 書き上げた英文をそれぞれ共有し、文に誤りがあればそれぞ

れ指摘する。 

６. 英文の共有が終わった後、出題者は上記資料から正解の英文

を明示する。 

７. 正解の英文と各々作成した文を見比べ、それぞれ誤りを正す。 

８. 以後、出題者を変更し、手順３から７を繰り返す。 

 

本活動の特徴として、正確な文法を学べることが挙げられる。事前

に準備している資料には正確な英文と日本語訳が記載されているた

め、自身の英文の誤りを発見・自覚しやすい。また、単純に翻訳する

だけでなく、他者の英文と自身の英文の比較やお互いに指摘しあうこ

とで、別の表現方法を学ぶことも望める。 

本活動では上記のように１分間の制限時間を設けたため、活動時間

内に多くの日本語文の翻訳が行え、円滑な活動ができたと考えられる。

結果として、自身の苦手とする文法や表現を発見することができ、本

活動の目的であった英語文法能力の向上に十分効果があったと考え

られる。 
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２．６ 英語でのスピーチ 

自身の英語能力を把握するため、英語でのスピーチを行った（図１

および図２参照）。グループ内での話し合いの結果、Vocabulary、

Grammar、Pronunciation、Voice volume、Talking speed の向上を把

握するためには、客観的な評価が必要であるという結論に至った。そ

こで、複数の聴衆の前でスピーチを行うことで自分自身では把握しき

れない上記 5 つの項目の成長および課題を見出し次に活かすことを

目的とした。 

本活動では１名の発表者と複数名の聴衆に分かれ、聴衆は発表者の

発表内容について、上記５つの観点で、０から１００％で評価を行う。

以下、本活動の活動内容を記載する。 

 

１. 参加者は事前にスピーチのテーマとなる何らかの画像・写真

を用意する。 

２. 用意された画像・写真の中から一枚をランダムに選出し、発

表者はそれについてのスピーチを３分間行う。 

３. スピーチ終了後、１１分間の質疑応答を行う。 

４. 質疑応答終了後、聴衆は発表者の発表内容について、スコア

シートにスコアを記入する。 

５. 次の発表者を選出し、以後手順２から４を繰り返す。 

 

本活動で記入したスコアシートは全スピーチ終了後、集計され各々

に配布される。これによって、自身の英語能力の客観的評価が明確に

わかり、自身の得意とする部分や改善すべき部分を把握することがで

きる。英語スピーチを行ってみてのメンバーのコメントを以下に示す。 

 

長谷川： 

本活動では、自身が持つ５項目の力の把握が目的であったが、始めて

みる写真に対するスピーチ内容を迅速に決定しなければならなかっ

たため、英文構成力の把握にも繋がったと思う。 
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図 1 英語スピーチの内容（久松作成） 

 

 

図２ 英語スピーチの様子（渡部撮影、2015 年 4 月 28 日） 
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 ３．Safety：国際防災を知り、整理する能力 

国内のみならず、海外の防災に関する知識を深めるため、英語で記

載された資料の翻訳を行った。 

 

３．１ 仙台防災枠組 

国連の国際防災戦略(ISDR)で打ち出された政策を選定し、第 3回国

連防災世界会議（2015 年 3 月 14 日、宮城県仙台市）の成果として採

択された“Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-

2030”の翻訳作業を行った。この資料は、第 2 回国連防災世界会議

（2005 年、兵庫県）の成果文書である“Hyogo Framework for Action”

の後継枠組である。今後 15 年の、国際社会の防災に対する行動指針

が記載されている。 

文書を読む手法として、まず文書内の専門用語（英単語・英熟語）

を各メンバーで分担し、意味を調べた。続いて、専門用語を別の英語

で意味を置き換える作業を行い、その共有を行った（図３）。また、

文書資料内のパラグラフの担当を振り分け、制限時間を設けて各メン

バーで読解した。その後、各担当部分のパラグラフの要約を各自で行

った。要約にあたっては、図や英文などを用いてホワイトボード内に

要約内容を記した。図４に要約内容の例を示す。さらに、メンバー間

で要約内容の共有を行った。共有には各メンバーが要約内容を記載し

たホワイトボードを用いて、他メンバーに対して英語による説明を行

った（図５）。 
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図３ 文書内における専門用語の調査と共有 

(小桧山撮影、2015 年 7月 16 日) 

 

 本活動を行ってみてのメンバーのコメントを以下に示す。 

 

小桧山： 

自分の専門ではない分野のテクニカルタームを別の英語で置き換え

ることで、大幅な語彙力向上を実感した。また、英文資料を限られた

時間内で読み、それを要約する力を向上させることができた。英語力

の向上のみならず、防災に対する国際社会の行動指針を知り、理解す

ることに繋がったと思う。 
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図４ 要約内容の例（久松撮影、2015 年 6 月 10 日） 

 

 

図５ 要約内容の共有の様子（齊藤撮影、2015 年 7月 3日） 
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３．２ 「減災アクションカードゲーム」の英語化 

リーディング大学院内の自主企画活動である「小・中学生と留学生

を対象とする総合的防災学習の新教材の開発とアンケートによる効

果測定」と共同で活動を行った。活動の目的は「減災アクションカー

ドゲーム～地震・津波編～」のマニュアルの英語化と日本における地

震・津波災害の位置付けや避難の方法の整理である。 

自主企画活動「小・中学生と留学生を対象とする総合的防災学習の

新教材の開発とアンケートによる効果測定」では、防災教育の教材を

開発しており、様々なイベントで実践している。「減災アクションカ

ードゲーム～地震・津波編～」は当初、小・中学生を対象に開発され

たが、2014 年度の活動の中で、飛翔型科学者の卵に参加していた高

校生とともに留学生を対象とした問題を英語で作成し、実践した

（2014 年度報告書参照）。その結果、減災アクションカードゲームが

日本へ来る留学生への防災教育にも有効であることが示された。その

ため、同企画では減災アクションカードゲームが小・中学生に加えて

留学生を対象とした教材になるように改善し、実践方法をマニュアル

化している（報告書３章参照）。その作業の一部として、「減災アクシ

ョンカードゲーム～地震・津波編～」のマニュアルを英語化し、日本

における地震・津波災害の位置付けや避難の方法の整理を議論した。 

議論の結果、地震・津波や台風などのその他の災害は発生メカニズ

ムや災害発生までのプロセスが異なることが明らかとなった。特に、

災害発生の予測の可否に大きな相違があるため、災害発生時のとっさ

の判断に注目した減災アクションカードゲームに適した問題と適さ

ない問題があるという結論に至った。 

例えば、地震はいつ・どこで発生するか予測できないため、発生後

の一時避難行動が重要であるのに対し、土砂災害や雪崩は大雨や大雪

の後に斜面などで発生することが予測されるため、そもそも危険な場

所に近づかないことが可能である。そのため、土砂災害や雪崩に関す

る問題は減災アクションカードゲームには不向きである。しかしなが

ら、雨が止んだ数日後に土砂災害が発生する可能性もあるという知識

 
16 

などは重要な情報である（徳島地方気象台、http://www.jma-

net.go.jp/tokushima/topics/kako/dosha3/dosha3.htm）。 

 

 

図６ 議論の様子（渡部撮影、2015 年 10 月 27 日） 

 

 ４．Leader：リーダーシップ能力 

４．１ Facilitator 制度 

週ごとに Facilitator を持ちまわりで担当し、活動内で取り上げる

トピックや学習内容を決定した。さらに、ミーティングの進行を行う

ことで、組織内において英語でリーダーシップを発揮できる力の向上

を目指した。以下に実際にメンバーによって Facilitate されて決定

された学習内容を挙げる。 

６月第２週の Facilitator を担当した大柳は、本を使用した対話式
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Lecture を行った。『数学版 これを英語で言えますか？（ブルーバッ

クス社）』使用し、数式の具体例を示しながら講義を行った。この講

義で扱った数式は基本的な四則計算、乗数を含んだ数式だけではなく、

微分積分や極限、対数の式までに至る。また、各メンバーが好きな数

式を挙げ、その数式を英語で読み上げ、その数式の実用性について英

語で説明する、ということも行った。これにより、数式を英語で読み

上げる能力だけではなく、Science の知見を広めることができた。ま

た、英語力の向上にむけて活動するような環境を作ることにも繋がっ

た。以下に、本制度を行ってみてのメンバーのコメントを示す。 

 

大柳： 

本制度により、メンバーは各々リーダーシップを発揮しメンバーを先

導することができたと感じる。また、毎回の活動に対し責任感を持っ

て取り組むことができたのではないか。 

 

４．２ 英語での活動記録（Proceedings） 

 日々の活動記録は、Proceedings として記録されている。

Proceedings は、日替わりで選出されたメンバー1 人が記入した。以

下に Proceedings の一例を示す（図７）。 

Proceedings は、その日の活動を明確に記録し次の活動に活かすた

め Date、Participants・Absence、Theme、Content で構成されている。

ThemeはFacilitatorによって決められたものである。Contentには、

その日の活動を簡潔に記入した。また、Proceedings は全メンバーと

共有し、文法の間違い等がある場合はメンバー内で教えあった。 
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図７ Proceeding の例(齊藤作成、2015 年 4 月 13 日) 

 

 ５．まとめ 

 本報告書では、本企画の概要を述べた後、1年間を通して行った自

主企画活動の内容を詳細に述べた。 

 英語に触れる機会は、自らが動き、作っていかない限りは生まれな

い。本活動では、朝の時間を有効に活用することで英語を学習する機

会を日常的に設けることができた。また、仲間と共に活動することで、

楽しみながら英語や国際防災について学ぶことができた。さらに、勉

強会の内容設定から、運営まで全て学生だけで行うことで、メンバー

のリーダー性および自主性が向上したと考えられる。 

 今後も、1 年間を通して行った活動を活かし、メンバー全員が

「Global Safety Leader」としてより一層成長していきたい。 
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第８章 

応急仮設住宅における管理・運営

体制の多様性の考察と最適体制

の提案 
 
 

中安 祐太(1) 

栗田 陽子(2) 

小長谷智哉(3) 

渡部花奈子(4) 

菊池  遼(5) 

永井 千晶(6) 

安西  瞳(7) 

 

(1) 東北大学環境科学研究科 博士課程後期 1年 

(2) 東北大学文学研究科     博士課程前期 1年 

(3) 東北大学理学研究科     博士課程前期 1年 

(4) 東北大学工学研究科     博士課程前期 2年 

(5) 東北大学経済学研究科   博士課程後期 1年 

(6) 広島大学総合科学部     4 年 

(7) 東北大学工学研究科     博士課程前期 1年 
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 要約 

東日本大震災発生後、住居が損壊した被災者の多くは被災自治体ご

とに建設された応急仮設住宅に移住した。一方で、応急仮設住宅の入

居方針や見守り体制は、基本的に各自治体に一任されたために、自治

体ごとに住民へのサポート環境に差異が見受けられた。我々は、各自

治体における応急仮設住宅の管理・運営体制を具体的に調査した上で、

なぜ差異が生まれたのかを考察し、未来の大規模災害を見据えた応急

仮設住宅の最適な管理・運営体制を提案したいと考えた。 
本自主企画活動では、宮城県沿岸部 6 自治体の職員や、管理・運営

に関わる団体へのインタビュー調査を行い、入居方針や入居後の住民

へのサポートなどについて伺った。 
調査の結果、入居方針に差異が生まれたのは、もとの地域でのソー

シャル・キャピタルの形成度合いが異なること、および災害規模の大

きさが異なることに起因していることが判明した。また、入居後のサ

ポートに差異が生まれたのは、サポート方法に規定がなく、災害下と

いう非常時において、自治体が人手や人脈等を考慮した上で、最適と

考えうる対策を取ったことに起因していた。これらの結果を基に、応

急仮設住宅における最適な管理・運営体制の提案を行った。 

本調査に加えて、本活動メンバーに広島大学ボランティアサークル

「OPERATION つながり」に所属しているメンバーが含まれている

ことから、広島土砂災害の現地見学および情報の共有会も行った。 
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 １．企画の概要 

１． １ はじめに 

阪神・淡路大震災の教訓から「被災前に住んでいた地域」→「避難

所」→「応急仮設住宅」→「災害／復興公営住宅」に移り住む各過程

で、コミュニティが分断される危険性が指摘された櫻井・伊藤(2013)1)。 
東日本大震災では、応急仮設住宅の管理・運営体制は自治体ごとに

一任されており、いわゆる「コミュニティ入居」が、全ての応急仮設

住宅で実装されているのかと思われたが、実際にはコミュニティ入居

の方針をとっていない自治体が数多く存在することが確認された。ま

た、入居後の住民の見守り体制が自治体ごとに大きく異なっているこ

とも判明した。我々は、この自治体ごとの応急仮設住宅の管理・運営

体制の差異に大きな関心を抱いた。 
応急仮設住宅に関してこれまでにも先行研究で様々な問題が報告

されてきたが、応急仮設住宅の管理・運営体制の違いに着目した調査

はほとんど行われていないのが現状である。応急仮設住宅の管理・運

営体制は、住民が受けるストレスや自立に大きく影響を与えるため、

管理・運営体制の最適化が、住民の生活の質の向上に大きく貢献する

ことが予想される。 
日本では今後、東海・東南海・南海地震という大規模な地震・津波

が発生することが想定されており、東日本大震災のような、大量の応

急仮設住宅を建設する可能性がある。その際、東日本大震災の教訓が

応急仮設住宅の管理・運営に生かされる必要があるだろう。 

 
１．２ 企画の目的 

東北大学グローバル安全学トップリーダー育成プログラムでは、社

会基盤や産業基盤の長期的な復興に対応し、安心安全な社会に貢献で

きるようなリーダーの育成を目指している。 
この考えは、2015 年 3 月に仙台市で行われた第 3 回国連防災世界

 
4 

会議で採択された「仙台防災枠組み」の趣旨とも合致する。この採択

では、「よりよい復興 (Build Back Better)」の必要性が説かれている。

よりよい復興のためには、社会基盤の整備も含めた事前の災害対応に

よって災害リスクを減らすことが必要である。 
我々はこの考えの下、よりよい応急仮設住宅の管理・運営体制によ

り孤独死を減少させるためには、事前に、自治体ごとに最適な応急仮

設住宅の管理・運営マニュアルが必要であると感じた。その際、東日

本大震災の知見や教訓は必須であると考えられる。 
以上のことから、本自主企画活動では、東日本大震災における応急

仮設住宅の管理・運営体制の自治体ごとの差異を明らかにし、なぜコ

ミュニティ入居が行われなかったのか、なぜ見守り体制が異なったか

の 2 点について考察することで、未来の災害時に建設される応急仮設

住宅での最適な管理・運営法を提案することを目的とする。その点に

おいて、我々は安心・安全な社会の構築に貢献する。 
さらに、広島大学のボランティアサークル「OPERATION つなが

り」と情報共有を行うことによって、広島土砂災害およびネパール地

震の現状と対策について把握することも目的とする。 
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 ２．活動概要 

２．１ 活動内容 

 企画メンバーは各々の復興支援活動経験はあったが、本企画を遂行

する上で必要となる学術的な専門知識を持っているメンバーが菊池

だけであったため、まずは社会学や社会調査の知識について理解する

ところから始めた。その後、インタビュー調査を行い、その調査内容

について日本災害復興学会で発表した。 
本年度は、全体ミーティングを 13 回、インタビュー調査を 3 回行

い、昨年度の調査内容と併せて、宮城県自治体の応急仮設住宅の管理・

運営体制についてまとめた。報告書を記載している 2 月現在、論文を

執筆中である。 
その活動とは別に、広島大学の「OPERATION つながり」に所属

しているメンバーと共に、2014 年に大規模な土砂災害を経験した地

区に出向き現地調査を、広島大学で東日本大震災、広島土砂災害およ

びネパール地震について情報共有会を行った。 
 
２．２ 活動記録 

２．２．１ 活動スケジュール予定 

5 月から 9 月までの間、月に 2 回を目標として、文献の読み合わ

せ、調査内容の共有、および次回の予定調整を主としたミーティング

を実施した。 
6 - 8 月に集中的に各自治体へのインタビュー調査を行った。 
8 月の中旬からは日本災害復興学会での発表に備え、予稿の作成・

提出を行った。 
9 月の 26、27 日に専修大学で調査した成果について学会発表を行

った。 
10-12 月は論文を執筆するために必要であれば適宜、ミーティング

および勉強会を行った。 
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11 月以降は論文を執筆するための期間とし、今年度終了までに国

内学会誌に投稿を行う予定である。 

図-1 活動スケジュール 

 

２．２．２ ミーティング日程 

第 1回会議 5/12 20-22 時 顔合わせ、申請書内容の確認 
第 2回会議 5/21 20-22 時 申請書内容の最終確認、調査スケジュー

ル・場所の決定、文献の読み合わせ 
第 3回会議 5/28 20-22 時 今後の方針、調査概要書および質問項目

の確認 
第 4回会議 6/21 19-20 時 インタビュー調査日程の決定、消耗品の

購入リストの作成 
第 5回会議 7/9 20-21 時 石巻市役所でのインタビュー調査の打ち

合わせ、学会発表タイトルの相談、次回のインタビュー調査日程の相

談 

第 6 回会議 7/12 19-20 時 石巻市役所でのインタビュー調査のま

とめ、次回のインタビュー調査日程の相談 
第 7 回会議 8/24 20-22 時 調査結果のまとめと共有、本調査の学

術的な位置づけ、学会用ポスター作成のためのコンテンツ確認 

第 8 回会議 8/25 20-22 時 本調査の学術的な位置づけ、学会用ポ

スター作成のためのコンテンツ確認 

第 9 回会議 8/26 20-22 時 論文執筆のスケジュール相談、学会用

ポスター作成のためのコンテンツ確認 

第 10 回会議 9/2 20-22 時 学会用ポスターのフレームワーク決め 

第11回会議 9/11 20-22時 学会用ポスターのフレームワーク決め、

宮城県全自治体を
集中的に調査

月二回のミーティングおよび勉強会

学会準備・
学会発表

インタビュー調査

文献調査

学会・論文

総括

5月 3月9月 12月

必要に応じて
ミーティングを実施

必要に応じて調査

論文執筆
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作成箇所の役割分担 
第 12 回会議 10/7 19-20 時 論文用の市町村ごとの調査結果項目の

執筆の役割の決定 

第 13 回会議 11/10 18-19 時 広島土砂災害現場の見学および情報共

有会の概要を共有 
 

２．２．３ その他活動日程 

 日本災害復興学会 

日程: 9 月 26-27 日 
会場: 専修大学神田キャンパス 
 
 インタビュー調査 

石巻市役所: 7 月 10 日 
石巻市社会福祉協議会: 7 月 27 日 
岩沼市役所: 8 月 5 日 
 
 広島巡検および情報共有会 

日程: 11 月 28-29 日 
場所: 広島市安佐南地区、広島大学東広島キャンパス 
 
２．３ 調査方法 

宮城県の 6 自治体を対象とし、以下に記した質問に回答してもらう

半構造化インタビューを実施した。主に応急仮設住宅への入居方針と

見守り体制について、それぞれの事例を比較する。 
 

問１． 震災発生から避難所・応急仮設・公営住宅に移るまでの自治

体の対応について教えてください。 
狙い) 自治体としてどのような方針・タイムスケジュールを設定し

たか、大枠の把握 
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問２． 応急仮設住宅の入居方針についてお聞かせください。 
狙い) 募集要項、時期、入居のグループ構成、条件、年齢層、地域、

地域性等の条件、過去の資料を参考にしたか(コミュニティ入居が良

いという知見を知っていたかどうか)、応急仮設住宅の管理マニュア

ルがあったかどうか(ソフト面での準備体制は十分であったか) 
 
問３． 貴自治体が応急仮設住宅の管理・運営を行う上で最も意識し

た住民のニーズを教えてください。また, そのニーズに対し

てどのような対応をしましたか。 
狙い) ニーズを達成するために、運営法を模索した可能性の探索 

 
問４． 貴自治体では応急仮設住宅でどのような管理・運営体制のも

とでサポートを行っていたか教えてください。 
狙い) 応急仮設住宅には行政の他に、社会福祉協議会、民間団体、

NPO 団体、保健士、行政からの委託先(見守り事業等)、臨時職員等が

どのように関わった体制だったか(組織間ネットワーク、どのような

役割が存在しているのか、住民のニーズにどのような形で応えていっ

たのか)、行政のキャパシティ(行政の人員が足りていたのか)、管理す

る上で中心となっていた人物や団体の把握 
 

問５． 問 4 の質問に対し、なぜ、外部に委託する必要があったので

すか。なぜ、臨時職員を雇ったのですか。 
 

問６． 応急仮設住宅でどのように自治会が整備されていったかを

教えてください。 
狙い) 自治会の体制、それらによる長所・短所、自治会長の性格・

権威・能力の把握 
 

問７． ボランティアの協力状況(人数等)を教えてください。 
狙い) 地区によりボランティアが入りやすい要因が何かあったの
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か 
 
問８．入居者からそれらの管理・運営体制についてどのような意見が

聞かれましたか。不満が出た場合にはどのような対応をしましたか。 
例) 支援が届きづらい、自立が遅れた、会長が変わると大変など 
 

２．４ 事例対象の選定 

本調査は仙台市宮城野区・若林区・太白区ならびに隣接する多賀城

市において、応急仮設住宅の管理・運営体制の形態、特に見守り体制

の差異に着目したところから始まった。 
以上の 4 自治体にインタビュー調査を行った結果、「被災前地域で

のソーシャル・キャピタルの度合いが、仮設住宅でのコミュニティ入

居の実装に強く影響する」という仮説が見つかったため、より仮説を

明確化するために、石巻市と岩沼市も調査対象に加えることにした。

ソーシャル・キャピタルとは、OECD(2001)2)によると、「規範や価値

観を共有し、お互いを理解しているような人々で構成されたネットワ

ークで、集団内部または集団間の協力関係の増進に寄与するもの」と

して定義される。 

石巻市は平成の大合併で広域合併した市であり、半島部(ソーシャ

ル・キャピタル:強)と中心部(ソーシャル・キャピタル:弱)で明確にソ

ーシャル・キャピタルの度合いに違いがみられること、岩沼市は中尾

(2014)3)で示されたように被災した地域がソーシャル・キャピタルの

極めて強かった地域であったことが理由である。               

宮城県の自治体に限ったのは、宮城県北部はリアス式海岸で漁業集

落や海に面したまちが大きな被害を受けたこと、宮城県中部では都市

部が被害を受けたこと、宮城県南部では農業地帯を中心とした平地が

被害を受けたことと、それぞれの沿岸部で地域性が異なることから比

較しやすいと考えたためである。 
その他、仙台市太白区と仙台市宮城野区の一部で見守り事業を委託

されている一般社団法人パーソナルサポートセンター(以下、PSC)、

 
10 

石巻市で見守り事業をしていた石巻社会福祉協議会にも、見守り体制

に関しての考察を深めるため補足的にインタビュー調査を行った。 

なお、今回の調査に際して民間借上の見なし仮設住宅については調

査の対象外とし、プレハブ仮設住宅のみを事例対象を調査している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-1 調査対象の応急仮設住宅の団地数と整備戸数 

自治体 団地数 整備戸数 

仙台市若林区 9 696 

仙台市宮城野区 8 576 

仙台市太白区 2 251 

多賀城市 6 910 

石巻市 131 7,297 

岩沼市 3 384 

 

（宮城県の HP を参考に筆者作成） 
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 ３．調査結果 

３．１ 仙台市若林区 

基本的にもとの町内会を維持する形で入居を進めたが、戸数の多い

応急仮設住宅団地では複数の町内会が混在する形で入居が行われた。

そのような団地では誰を自治会長にするのか、もとの町内会同士で集

団を形成してしまいがちになるなどの問題が起こった。 
仙台市若林区の地域性として、被災した多くの世帯は農家を営んで

おり、地域としての結びつきも強かった。 
仙台市若林区では応急仮設住宅の管理・運営体制はどこかに業務委

託するのではなく、行政が責任を持って実施するという基本方針をと

った。仙台市の管理職級にあった 60 歳以上の再任用された職員 4 人

と、1 年の任期付き臨時職員を複数人雇用して各応急仮設住宅団地に

派遣し、見守り体制を敷いた。 
 

３．２ 仙台市宮城野区 

震災後、仙台市宮城野区の職員が各避難所を回り、被災した各町内

会長に応急仮設住宅への入居希望を聞いて回った。応急仮設住宅団地

建設予定地に建てられる戸数と希望入居世帯数を鑑みて、もとの町内

会を維持する形でコミュニティ入居を行った。仙台市宮城野区の被災

した地域は昔ながらの近所付き合いがある地域でもあった。 
しかし、宮城野区に建設されたうち 2 つの応急仮設住宅団地につい

ては、様々な場所で被災した人々が入居したところもあった。 
仙台市宮城野区でも仙台市の管理職級にあった 60 歳以上の再任用

された職員 4 名がおり、応急仮設住宅の管理・運営の職を担った。 
コミュニティ入居ができた応急仮設住宅団地では、見守り事業や行

政の生活支援、支援団体の受け入れを行うことはほぼなく、独自の自

治を行っていた。その他、コミュニティ入居をしていない 2 団地につ

いては PSC が見守り業務を担った。 

 
12 

 
３．３ 仙台市太白区 

仙台市太白区にあるあすと長町仮設住宅では全国でもいち早く 4
月末から入居を開始したが、孤立防止の観点から当初は 10 世帯での

グループ入居を条件とした。しかし、条件が厳しかったために、入居

者が集まらず、5 世帯に条件を引き下げ、最終的には希望制で入居す

ることが可能となった。 
仙台市太白区は、海岸に面した自治体でないことから、気仙沼市、

南三陸町、石巻市、南相馬市など、遠方からの自治体から入居者を受

け入れていた。仙台市太白区で被災した人が入居しているわけでもな

く、様々な地域から入居する応急仮設住宅団地であったため、コミュ

ニティ入居なども難しい状況にあった。 
応急仮設住宅のリーダーとなる自治会長を選出する際にも、町内会

長のようなリーダーの経験があった人が少なかったため、最終的に自

治会長が決まったのは 2011 年 8 月と遅い時期であった。 
見回り事業は PSC に業務委託された。PSC は社会福祉士の資格を

持つ職員が、緊急雇用制度を活用して雇用したスタッフをトレーニン

グし、2011 年 6 月 1 日から見守り事業を開始した。PSC の見守り事

業の特徴はコミュニティ支援を行わず、ひとつひとつの住宅を平等に

見回ることに特化した点である。こうして平等に抜け漏れのない見守

りを行っていた。 
仙台市若林区と仙台市宮城野区において再任用された管理職級に

あった 60 歳以上の職員も、仙台市太白区が直接的に津波被災を受け

ていない地域ということもあってか、1 人のみの任用となっていた。 
 

３．４ 多賀城市 

多賀城市では避難所で暮らす高齢者や障がい者を優先的に入居さ

せ、その他の人々はすべて抽選制で入居させた。多賀城市の場合には

被災の程度も家々でまちまちであり、1 階部分のみが浸水した家など

は自力再建したところもあり、被災した地域の人々の多くが応急仮設
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住宅に入居したわけではなかった。さらに、多賀城市は昔から居住し

ていた人と、新興住宅に住む人が混在していたために、地域の結びつ

きが強くなかった。それらの要因もあり、コミュニティ入居はなされ

なかった。 
多賀城市の見守り事業は民間業者である株式会社共立メンテナン

ス(以下、共立メンテナンス)に委託された。共立メンテナンスは多賀

城市に隣接する東松島市でも業務委託を受けていた実績があり、

2011 年 4 月にはすでに業務委託を副市長によって決定された。見守

り事業を業務委託した理由は、多賀城市と多賀城市社会福祉協議会の

みでは、応急仮設住宅の見守り業務を担うのに人員が不足していたた

めである。 
共立メンテナンスでは緊急雇用制度によって職員を雇用し、応急仮

設住宅団地の集会所の一室を間借りして見守り事業をしている。この

職員に対する満足度については永松他(2014)にて以下のように論じ

られている。 
近い距離で支援をしているからこそ住民と仲良くできたが、同時に

震災前は自力で解決していたような問題を共立メンテナンスの職員

に頼ってしまい、依存してしまう傾向があった。また、多賀城市では

業務委託をする利点のひとつとして住民のクレームのはけ口が増え

ることを挙げており、はけ口が増えることで、住民の不満が一点に集

中せず、住民にとっても味方となってくれる立場の主体が増えたこと

が良かったとしている。 
 
３．５ 石巻市 

石巻市は今回の東日本大震災で最も被害の大きかった自治体のひ

とつであり、同時に平成の大合併で 1 市 6 町が広域合併したところ

でもある。 
石巻市東部沿岸部はリアス式海岸となっており、点々と少数の世帯

で構成される漁村集落が被災したケースが多かった。そのため、少数

の世帯でコミュニティ入居することができた。 

 
14 

しかし、石巻市南部の旧石巻市地区では、被災した世帯も人数も多

かった。被災地域は港町であったため、漁業関係者や工場従事者、三

次産業に就く人々など、様々な職種で働く人々が混在しており、そも

そもコミュニティが醸成されにくい地域であった。 
石巻市では当初、応急仮設住宅に設置された談話室や集会所の使用

について、市の許可が必要であったが、自治会が作られ始めると鍵の

管理等は住民に委ねるようになるなど、柔軟な対応も行っていた。 
石巻市において、見守り業務などソフト面の管理は基本的に石巻市

社会福祉協議会が担った。石巻市社会福祉協議会でも緊急雇用制度で

人員を雇用し、トレーニングした後に応急仮設住宅で生活支援員

(2013 年までの名称は訪問支援員)として見守り業務を実施した。基

本的に緊急雇用制度は地元の雇用を促進するものなので、自身も被災

者である人が支援員となった。そのような境遇であったため、見守り

の最中に「あなたはお金をもらってこういう仕事をできていいわね」

などと住民から愚痴をこぼされることもあった。 
ボランティアについて、2011 年頃は石巻市社会福祉協議会で各応

急仮設住宅団地の自治会長に紹介してコーディネートもしていたが、

次第にボランティア団体は自治会長と連絡をとって直接ボランティ

アに入るようになっていった。 
 

３．６ 岩沼市 

岩沼市の職員は震災以前より孤立死・孤独死の問題が念頭にあり、

コミュニティ入居する方針を早々と決めた。職員が避難所に通いなが

ら、応急仮設住宅への入居希望世帯数を把握し、建設される応急仮設

住宅への入居を調整していった。 
岩沼市で被災した地域は農業地帯であり、中尾(2014)で示されてい

るようにソーシャル・キャピタルの強い地域であったことから、住民

の自立も早かった地域である。 
岩沼市には青年海外協力隊の OB・OG で構成される公益社団法人

青年海外協力協会(Japan Overseas Cooperative Association, 以下、
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JOCA)がボランティアで訪れていたこともあり、応急仮設住宅での業

務が委託された。2015 年 8 月現在でも JOCA の職員が応急仮設住宅

に 24 時間住み込みで見守りを行っている。 
 

 
 

表-2 各自治体の入居方針と見守り体制一覧 

自治体 入居方針 見守り体制 

仙台市 

若林区 

もとの町内会が維持されるような形で入居。し

かし、一部戸数が多い仮設団地に関しては複数の

町内会が混在して入居。 

若林区で直接雇用した臨時職員。 

仙台市 

宮城野区 

建設された応急仮設住宅団地の戸数に合わせ

て、もとの町内会が維持されるような形でコミュ

ニティ入居。 

コミュニティ入居がなされた団地で

は住民が相互の見守り。一部、コミュ

ニティ入居がなされなかった 2団地で

は一般社団法人パーソナルサポートセ

ンターに業務委託。 

仙台市 

太白区 

当初は 10 世帯や 5世帯でのグループ入居であっ

たが、人が集まらなかったために途中から希望制

で入居。 

一般社団法人パーソナルサポートセ

ンターに業務委託。 

多賀城市 コミュニティ入居は実施されず、高齢者や障が

い者の方から優先的に仮設住宅に入居。その後は

抽選制で入居。 

民間業者である共立メンテナンスに

業務委託。 

石巻市 被害の大きかった石巻市南部では被災者・被災

戸数が多かったため抽選制で入居。石巻市東部で

集落すべてが被害を受けた地域では集落ごとのコ

ミュニティ入居。 

石巻市社会福祉協議会。 

岩沼市 岩沼市の応急仮設住宅は近い距離に集中させて

建設されており、そのなかでも、もとの行政区が

維持される形でコミュニティ入居。 

青年海外協力隊の OB・OG で構成さ

れる JOCA。 
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 ４．考察 

４．１ ソーシャル・キャピタルの強さとコミュニティ入居の相関 

2. 4 で提示した仮説の通り、仙台市宮城野区や岩沼市のようにソー

シャル・キャピタルが強く、町内会などの活動が活発であった地域は、

応急仮設住宅においてもコミュニティ入居が実現され、震災からの復

興も早いことが今回の調査で明らかになった。特に、宮城野区のよう

に全く、外部団体を交えずに自立が行えるのは、住民同士が知り合い

であるからこそである。したがって、今後の災害においても、もとの

地域でのソーシャル・キャピタルが強かった地域についてはコミュニ

ティ入居を実装した方がいいだろう。一方で、石巻市中心部に見られ

るようなもともとソーシャル・キャピタルの弱い地域については、コ

ミュニティ入居を住民から強く要請しない場合も出てくると思われ

るが、少なくとも全く見ず知らずのコミュニティで生活するのは非常

に困難であろう。 
ソーシャル・キャピタルが強い地域の特徴は、昔ながらの町内会

文化が残っていることや、3 世代同居などの家族構成が見られるこ

とである。しかし、様々な職種の人々の混住、昔から住む人、新興

住宅に住む人の混在、および町内会文化の衰退で、コミュニティが

希薄化していることは明白であり、都市化が進んだ地域で大災害が

起こった際のコミュニティ入居は今後行われなくなるかもしれな

い。 
 

４．２ 被害の規模・広域合併とコミュニティ入居 

被害の規模によって各自治体の入居方針は異なっていた。仙台市宮

城野区や岩沼市のように自治体職員が直接避難所に赴き、住民の意向

を聞き出せるのは理想的であるが、これは被害の規模が他の自治体と

比較して、大きくなかったからこそできたのかもしれない。 
一方で、中心部が大きな被害を受けた石巻市では、被害状況の把握
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や応急仮設住宅用の土地の確保だけでも困難な作業であり、仮にもと

もとのソーシャル・キャピタルが強かったとしても、コミュニティ入

居は難しかったと予想される。実際、表 1 に示したように石巻市が管

理・運営しなければならない応急仮設住宅の数は他の自治体と比べて

も格段の差がある。 
室崎・幸田［編］(2013)で、市町村合併による防災力の空洞化が訴

えられている通り、石巻市では市役所職員が旧石巻市地区の他に海岸

部の地区についても、対応を行う必要があったため、緊急時の対応に

影響が出たことも推測される。 
石巻市のように中心部が海岸に面しており、広域合併を行った自治

体では、震災前から住民間の結びつきを強くし、ソーシャル・キャピ

タルを強固なものにするとともに、予め応急仮設住宅用の土地の確保

や移転場所の決定、および災害時の適切な人員確保を行うための制度

作りが重要になるであろう。 
 

４．３ 見守り事業 

見守り事業は、仙台市宮城野区の一つの仮設住宅を除き、基本的に

業務委託を受けて自治体以外の団体が実施していたことが特徴的で

ある。PSC(仙台市宮城野区・太白区)、共立メンテナンス(多賀城市)、
石巻市社会福祉協議会(石巻市)はそれぞれ緊急雇用制度で人員を確

保し、研修等を経て見守りを行っていた。仙台市若林区も緊急雇用制

度であるので、福祉に関して素人の人々が業務にあたったことも特徴

である。この苦労は石巻市の事例からも計り知れないものがあると予

想される。見守りの業務に慣れない間は、住民が抱えるストレスとも

重なって、トラブルが起きてしまうことはしばしばであったという。 
また、見守りの形態に関して、住民と密接に関わり見守りをする方

法(仙台市若林区、多賀城市など)と、PSC のように距離を置きつつ満

遍なく見守りをする方法(仙台市太白区など)が見受けられた。表-3 に

示したようにそれぞれでメリットとデメリットがある。要約していえ

ば、なるべくニーズに応じてサポートを行っていくのか、生活支援は
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最低限だけ行い自立を促していくかの違いである。各自治体によって

住民の置かれている状況は異なるため、様々な点を考慮して見守りの

方針も決めるべきだろう。また、震災発生からの経過時間と共に徐々

に自立を促せるような支援の方法に変えていく必要もあるだろう。 
一方、住民の自立が早いのは理想的であるが、見守り業務はおろか、

支援団体すら受け入れなかった応急仮設住宅団地もあった。これによ

って、自立は早まったものの外部からの力を復興からのまちづくり等

に活かせなくなってしまった可能性は排除できない。また、移住直後

に全く生活支援が無い状況での生活は非常に苦しいと予想される。外

部からの力を柔軟に受け入れる体制があっても良かったと思われる。 
以上のことから、災害時にはおいて緊急雇用や臨時雇用によって仮

設住宅の見守り事業を行った方が良いと考えられる。その際、生活支

援と自立の促進の 2 つを天秤にかけて、支援のレベルを考える必要が

あるだろう。また、東日本大震災においてはこの見守り業務に関して

規定が無く、雇用形態が自治体ごとに異なった。今後は、災害後の応

急仮設住宅での見守り業務を想定し、自治体ごとに事前に災害時の対

応マニュアル及び緊急雇用者の教育法を定めておく必要があるだろ

う。 

 
 
 
 
 

表-3 見守りの形態ごとのメリットとデメリット 

 密接な見守り PSC 型の見守り 
＋ 住民の要望にこまめに応

えることができる 

住民の自立を早める 

 

− 住民が依存して自立を遅

らせてしまう 

住民の要望にあまり応える

ことができない 
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４．４ 応急仮設住宅における最適な管理・運営体制 

本調査結果から、応急仮設住宅の最適な管理・運営体制を実現する

ためには、入居方針および見守り事業の 2 点に関しての最適化が必要

である。 
まず、入居方針に関しては抽選入居ではなく、コミュニティ入居を

行った方が良い。これは、阪神大震災の教訓から孤独死を防ぐ効果が

あるとともに、本調査結果から明らかなように住民間での交流を促進

することによって自立が早まる効果が期待できるからである。 
次に、見守り業務に関してはどのような雇用形態であれ行う必要が

あると考えられる。その際に、生活支援と自立の促進の 2 つを天秤に

かけてバランスよく支援を行うことで、住民のより良い生活が保証さ

れるであろう。 
さらに、この雇用形態に関しては災害時に決めるのではなく、事前

に各自治体で決めておくことによって、混乱なく支援者が支援に取り

組むことが可能になるだろう。 
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 ５．日本災害復興学会における発表のまとめ 

５．１ ポスター発表の概要 

日本災害復興学会では、石巻市の応急仮設住宅の入居方針に絞り発

表を行った。ソーシャル・キャピタルの弱い中心部(旧石巻市)とソー

シャル・キャピタルの強い半島部が 1 つの自治体内に混在しており、

それぞれの入居方針が抽選制とコミュニティ入居制に明確に分かれ

ており、対比がしやすかったことが一番の理由である。また、中心部

が甚大な被害を受けていること、広域合併により石巻市、河北町、雄

勝町、河南町、桃生町、牡鹿町、北上町の 1 市 6 町が合併したことに

より、ソーシャル・キャピタル以外の要因の考察も可能であると考え

た。 
石巻市は、宮城県の北東に位置しており、2005 年には、石巻市、

河北町、雄勝町、河南町、桃生町、牡鹿町、北上町の 1 市 6 町が合併

した。対等合併であったため、旧石巻市に本庁が置かれ、旧町役場が

支庁として行政機能を請負っている。 
東日本大震災では、死者 3,277 名、行方不明者 428 名(2015 年 7 月

現在)と被災市町村のなかでも最も被害の大きかった地域のひとつで

ある。 

図-2 石巻市の地図 
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５．２ 分析手法と結果 

Eiken & Molitor(1985-86)はヒューマンサービスにおける資源活

用について「資源の適切さ」「要求の適切さ」「過程の適切さ」「目標

の達成」「直接的、短期的な影響」「間接的、長期的な影響」以上の 6
つの項目で評価できるとしている。 

この枠組みを用いて表-4 に示す通り石巻市の抽選制入居の中心部

(旧石巻市)とコミュニティ入居の半島部とで、どのように資源活用

に差異があったのかについて考察した。なお、この理論を用いるの

は、各自治体や地域によって発生した応急仮設住宅の管理・運営体

制の多様性の泉源を探ることが目的であり、自治体の対応に優劣を

つけるものではない。 
中心部と半島部で決定的に違うのが、要求と目標の項目である。

中心部では、被害規模が大きかったため、応急仮設住宅の土地の確

保や具体的な入居者の把握が難しく、公平性の原理もあって、コミ

ュニティ入居を実施するのは難しいと判断された。これは、行政職

員の人員確保が難しかったことも要因として挙げられ、充分な人数

や災害前に明確な対応策が練られていれば、対応は変わったものと

考えられる。また、もともとソーシャル・キャピタルが弱い地域で

あり、住民から強い要請が無かったことも行政の決定に影響してい

ると推測される。 

一方で、半島部では被災者は少数であり入居者の把握や土地の確

保が容易に行えたことから、スムーズにコミュニティ入居に移行す

ることができた。また、もともとソーシャル・キャピタルが強い地

域であったため、住民同士がコミュニティ入居を求めた背景もあ

る。 
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表-4 分析枠組みによる中心部と半島部での違い 

 

図-3 石巻市の応急仮設住宅への入居の流れ 

中心部 半島部

資源 自治体職員、土地 自治体職員、土地

要求 大勢の被災者 比較的少数の被災者

過程 抽選制入居 コミュニティ入居

目標 早期の避難所解消
もとのコミュニティ

を維持
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な影響
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５．３ まとめ 

石巻市の応急仮設住宅について、管理・運営体制を考察する上で最

も重要な要素であるコミュニティ入居が施行されなかった原因につ

いて検証を行った。その結果、石巻市においては半島部ではコミュニ

ティ入居が施行された一方で、旧石巻市である中心部ではコミュニテ

ィ入居が施行されなかったことが判明した。これは、都市部はもとも

とコミュニティが醸成されにくい地域であったこと、および災害の規

模が大きかったため、自治体が抽選により入居先を決定してしまった

ことが要因である。今後は半島部の調査を充実させ、更なる考察を進

めるとともに、管理・運営体制の多様性についても考察を進めていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 発表したメンバー 2015/9/27 中安撮影 
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 ６．広島巡検のまとめ 

６．１ 概要 

  2014 年 8 月 20 日、局所的な豪雨に伴い広島県広島市安佐北区、

安佐南区で土石流が発生し、死者 74 名、建物全壊 174 戸、半壊 187
戸の被害をもたらす災害となった。本巡検の初日には当災害の被災地

区である安佐北区可部地区を視察し、災害当時を知る被災地区住民の

方から話を伺った。2 日目には広島大学学生ボランティア団体

「OPERATION つながり」の学生と“東日本大震災・広島土砂災害・

ネパール地震情報共有会”と題した交流会を行った。 
 
６．２ 実施内容 

６．２．１ スケジュール 

日時: 2015 年 11 月 28 日(土) ～ 29 日(日) 
調査場所：広島土砂災害被災地区 
情報共有会実施場所：広島大学東広島キャンパス 
参加学生:  
・東北大学 G-safety 3 名(中安、小長谷、安西) 
・広島大学 OPERATION つながり 28 日 4 名、29 日 6 名 
・他の広島大学の学生: 5 名 
 
スケジュール 
11 月 28 日(土) 土砂災害被災地区の調査 

12:30 広島駅前集合 
14:00 土砂災害被災地区へ到着 
    巡検および住民の方々との座談会 

17:00 西条へ向けて出発 
19:00 交流会 
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11 月 29 日(日) 広島大学で情報共有会 
    10:00 OPERATION つながりの活動紹介と広島土砂災害の 

現状について 
       10:40 リーディング大学院の取り組みについて 

(中安+安西+小長谷で 20 分) 
       11:00 質疑応答 
       11:10 休憩 
       11:20 東日本大震災後の東北の状況について(中安) 
    11:50 グループワーク「2016 年度以降の東北の復興事業費

6.5 兆円をどのように使用していく

べきか」 
    13:00 終了 
 

６．２．２ １日目 

 平成 26 年 8 月に発生した広島土砂災害の被災地区である広島市安

佐北区可部地区を視察した。視察には被災地区の住民であり災害時に

ボランティアとして活躍された新木氏に同行していただいた。視察は

主に①土石流の発生した箇所、②新規の砂防ダムを建設している箇所、

③土石流の被害を受けた家屋や畑等について安全に注意した上で行

った。また、新木氏には当時の様子や土砂災害からの復旧過程、現在

行っている減災・防災に関する活動などについての話を伺った。 
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図-5 土砂崩れした場所(花こう岩) 2015/11/28 中安撮影  

図-6 修復された土砂災害現場 2015/11/28 中安撮影 

(頂上で水路をカメラによりリアルタイムでモニタリングしている) 



315

 
25 

 

11 月 29 日(日) 広島大学で情報共有会 
    10:00 OPERATION つながりの活動紹介と広島土砂災害の 

現状について 
       10:40 リーディング大学院の取り組みについて 

(中安+安西+小長谷で 20 分) 
       11:00 質疑応答 
       11:10 休憩 
       11:20 東日本大震災後の東北の状況について(中安) 
    11:50 グループワーク「2016 年度以降の東北の復興事業費

6.5 兆円をどのように使用していく

べきか」 
    13:00 終了 
 

６．２．２ １日目 

 平成 26 年 8 月に発生した広島土砂災害の被災地区である広島市安

佐北区可部地区を視察した。視察には被災地区の住民であり災害時に

ボランティアとして活躍された新木氏に同行していただいた。視察は

主に①土石流の発生した箇所、②新規の砂防ダムを建設している箇所、

③土石流の被害を受けた家屋や畑等について安全に注意した上で行

った。また、新木氏には当時の様子や土砂災害からの復旧過程、現在

行っている減災・防災に関する活動などについての話を伺った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 土砂崩れした場所(花こう岩) 2015/11/28 中安撮影  

図-6 修復された土砂災害現場 2015/11/28 中安撮影 

(頂上で水路をカメラによりリアルタイムでモニタリングしている) 



316

 
27 

６．２．３ ２日目 

広島大学学生ボランティア団体「OPERATION つながり」の学生

と”東日本大震災・広島土砂災害・ネパール地震情報共有会”と題した

交流会を行った。当団体は学生ボランティアとして広島土砂災害にお

ける復旧作業に早期から取り組み、現在に至るまで被災地住民の支援

を続けている団体である。 
東北大学の学生からは東日本大震災及び復興支援活動の概要説明

や、防災・減災につながる活動の一例として「減災アクションカード

ゲーム」の紹介を行った。 
OPERATION つながりの学生からは広島土砂災害の概要及び

OPERATION つながりが行ってきた復旧支援活動に関して主に①災

害発生直後、②災害発生数ヶ月後～現在、に分けて詳細に紹介して頂

いた。加えて 2015 年夏に行ったネパール地震の現地視察の結果を紹

介していただいた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 

６．３ 主な結果・考察 

６．３．１ 土砂災害現地視察 

 砂防ダムの設置されていない箇所でも土石流が発生しており、大き

な被害が出ていた。同様の災害が他地域で起こる可能性を考えると、

土石流の発生可能性の細かな調査および土石流への新たな対策が必

要であると考えられる。なお視察箇所では崖の補強工事や砂防ダムの

建設が進んでいた(2015 年 11 月現在)。 

図-7 砂防ダムの建設現場 2015/11/28 中安撮影 
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６．３．２ 新木氏による減災・防災に関する活動についてのお話 

 新木氏から減災・防災への「モノのインターネット(Internet of 
Things, IoT)」を導入する考えについて伺った。これは木や岩などに

互いに情報伝達可能な IC チップを埋め込み、地面の移動等の情報か

ら即座に災害の可能性を検知し、地域住民に情報を伝達するという方

法であり、これの導入が実現すれば減災・防災に一定の成果を期待で

きるものである。 
 

 

図-8 新木氏による説明 2015/11/28 中安撮影 
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６．３．３ 広島大学の学生ボランティア団体「OPERATION つながり」

との交流会 

 東北大学、広島大学の学生それぞれにとって有意義な意見交換およ

び情報共有を行うことができた。特に「減災アクションカードゲーム」

については広島大学の学生に非常に興味を持っていただいた。今後、

詳細を改めて説明する予定であり「OPERATION つながり」でも「減

災アクションカードゲーム」が活用されることが期待される。 

 

図-9 交流会に参加したメンバー 2015/11/29 永井撮影 
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 ７．まとめ 

本自主企画活動では、宮城県沿岸部 6 自治体の職員や、管理・運営

に関わる団体へのインタビュー調査を行い、入居方針や入居後の住民

へのサポートなどについて伺った。その上で、なぜ自治体間でそれら

の体制について差異が生まれたのかを考察し、未来の応急仮設住宅運

営における最適な管理・運営体制の提案を行った。 
調査の結果、入居方針に差異が生まれたのは、もとの地域でのソー

シャル・キャピタルの形成度合いが異なること、および災害規模の大

きさが異なることに起因していることが判明した。また、入居後のサ

ポートに差異が生まれたのは、サポート方法に規定がなく、災害下と

いう非常時において、自治体が人手や人脈等を考慮した上で、最適と

考えうる対策を取ったことに起因していた。 

本調査結果から、応急仮設住宅の最適な管理・運営体制を実現する

ためには、入居方針に関しては抽選入居ではなく、コミュニティ入居

を行い、見守り業務に関しては、雇用形態を災害時に決めるのではな

く、事前に自治体ごとに決めた上で実施し、生活支援と自立の促進の

2 つを天秤にかけてバランスよく支援を行うことで、住民のより良い

生活が保証されるであろう。 

将来、同規模の自然災害が多くの地域で起こると予想されている。

全国の各自治体が地域コミュニティの現状や想定される被災規模か

ら、応急仮設住宅の管理・運営体制を決定する参考にしていただけれ

ば幸いである。現在、論文執筆中であり、年度内の投稿を目指す。 
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へのサポートなどについて伺った。その上で、なぜ自治体間でそれら

の体制について差異が生まれたのかを考察し、未来の応急仮設住宅運

営における最適な管理・運営体制の提案を行った。 
調査の結果、入居方針に差異が生まれたのは、もとの地域でのソー

シャル・キャピタルの形成度合いが異なること、および災害規模の大

きさが異なることに起因していることが判明した。また、入居後のサ

ポートに差異が生まれたのは、サポート方法に規定がなく、災害下と

いう非常時において、自治体が人手や人脈等を考慮した上で、最適と

考えうる対策を取ったことに起因していた。 

本調査結果から、応急仮設住宅の最適な管理・運営体制を実現する

ためには、入居方針に関しては抽選入居ではなく、コミュニティ入居

を行い、見守り業務に関しては、雇用形態を災害時に決めるのではな

く、事前に自治体ごとに決めた上で実施し、生活支援と自立の促進の

2 つを天秤にかけてバランスよく支援を行うことで、住民のより良い

生活が保証されるであろう。 

将来、同規模の自然災害が多くの地域で起こると予想されている。

全国の各自治体が地域コミュニティの現状や想定される被災規模か

ら、応急仮設住宅の管理・運営体制を決定する参考にしていただけれ

ば幸いである。現在、論文執筆中であり、年度内の投稿を目指す。 
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